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(57)【要約】
患者支持装置（ベッド、寝台、ストレッチャー、等）の
ためのセンシングシステムが、患者および／または当該
患者支持装置自体についてのデータを提供する。センシ
ングシステムは、患者と患者支持装置上の支持表面との
間のインタフェース圧力を検出するセンサアレイを収容
するフレキシブルシートを含んでもよい。ユーザインタ
フェースは、介護者がセンサアレイの動作パラメータ（
警報を含む）を制御できるようにする。ユーザインタフ
ェースには、患者が現在受けているインタフェース圧力
をハイライトするカラーコーディングされたマップを表
示してもよい。インタフェース圧力を患者身体の各部に
関連付けるために、センサアレイに結合した制御システ
ムが、センサ出力を患者の身体にマッピングしてもよい
。いくつかの実施形態では、センサシートはズレ圧力を
検出してもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者支持装置のためのセンシングシステムであって、
　前記センシングシステムは、センサアレイと、コントローラと、ディスプレイスクリー
ンとを備え、
　前記センサアレイはフレキシブルマットに一体化され、
　前記マットは前記患者支持装置の上に位置する患者支持表面の上にわたって配置される
よう構成され、
　前記センサアレイは複数のセンサを含み、前記複数のセンサのそれぞれは、患者が前記
センサアレイ内のそのセンサに及ぼす力を検出するよう構成され、
　前記コントローラは前記センサアレイと通信し、
　前記コントローラは、前記患者支持装置上に位置する患者の圧力分布プロファイルを決
定するために、前記センサアレイからの出力を処理するよう構成され、
　前記ディスプレイスクリーンは、前記患者支持装置上に支持され、
　前記ディスプレイスクリーンは、前記圧力分布プロファイルを表示するよう構成される
、センシングシステム。
【請求項２】
　前記コントローラは、さらに、前記患者支持装置上の患者の身体部分の少なくとも１つ
に、前記センサアレイ内の前記複数のセンサをマッピングするよう構成される、請求項１
に記載のシステム。
【請求項３】
　前記患者支持装置上に支持されるユーザインタフェースをさらに備え、
　前記ユーザインタフェースは前記ディスプレイスクリーンに関連付けられ、
　前記ユーザインタフェースは前記コントローラと通信し、
　前記ユーザインタフェースは、前記コントローラによって実行される計算において前記
センサアレイ内の前記複数のセンサのうちいずれが用いられるかを、介護者が選択できる
ようにする、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記ユーザインタフェースは、患者支持装置上に位置する患者の過去の圧力分布プロフ
ァイルを、ユーザが見ることを可能にする、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記コントローラは、前記センサアレイから、次のうち少なくとも１つ：
　‐患者が回転したか否か、
　‐患者が前記患者支持装置上に起き上がっているか否か、
　‐前記患者支持表面の枢動可能部分の角度的な向き、
　‐前記患者と前記患者支持表面との間に作用するズレ圧力に関して望ましくない状態が
存在するか否か、
　‐前記患者の下に位置する表面上で患者がボトムアウトしたか否か、または
　‐患者が前記患者支持装置から出て行ったか
を決定するよう構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記コントローラは、望ましくないズレ状態が存在するか否かを前記センサアレイから
決定するよう構成され、
　前記望ましくないズレ状態は、前記患者が前記センサアレイに対して及ぼす圧力のエリ
アの、前記センサアレイに沿った動きを前記センサアレイが検出することに基づき、
　前記望ましくない状態は、前記圧力のエリアが所定のサイズを超え、かつ前記圧力のエ
リア内の圧力の大きさが所定の閾値を超える場合に限り検出される、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項７】
　前記患者支持装置に画定されるＩＶ孔に支持可能な基台をさらに含み、
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　前記ディスプレイスクリーンは前記基台上に支持され、
　前記システムは、前記基台によって支持される警報ライトをさらに含み、
　前記警報ライトは、前記ディスプレイスクリーンから隔たっており、
　前記警報ライトは、前記センサアレイによって望ましくない状態が検出された場合に点
灯するよう構成され、
　前記警報ライトはまた、前記患者支持装置が室内に位置するときに、前記望ましくない
状態が存在するか否かを判定するために介護者が前記患者支持装置の近くに来る必要がな
いように、施設の廊下から視認可能となるよう構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記患者支持装置に画定されるＩＶ孔に支持可能な基台をさらに含み、
　前記ディスプレイスクリーンは前記基台上に支持され、
　前記システムはさらに、前記患者支持装置のＩＶ孔に挿入されるよう構成される取り付
けブラケットを含み、
　前記ブラケットは前記基台を支持し、
　前記ブラケットはＩＶポールを支持するための孔を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記基台は、前記取り付けブラケットに解放可能に取り付けられるよう構成されるブー
ムを含み、
　前記基台は、前記ユーザインタフェースが水平軸および垂直軸それぞれの周りに枢動で
きるよう構成される、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　認可された介護者が所持する識別カードを読み取るよう構成される識別カードリーダを
さらに含み、
　前記識別カードリーダは、前記識別カードリーダが読み取った識別カードの持ち主であ
る認可された介護者が行った行動を、前記センシングシステムが記録できるようにするよ
う構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記システムは、通信ネットワークと無線で通信するよう構成される無線送受信機をさ
らに含み、
　前記コントローラは、前記通信ネットワークに警報信号を送信するよう構成される、請
求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記患者支持装置上に支持されるロケーション装置をさらに含み、
　前記ロケーション装置は、健康管理施設内の特定の場所に関連付けられた識別情報を有
する付近の送信機と無線で通信するよう構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記ユーザインタフェースはディスプレイを含み、
　前記ユーザインタフェースは、前記センサアレイが検出した過去の事象のタイムライン
を前記ディスプレイ上に表示するよう構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記コントローラは、次の状態のうち少なくとも１つ：
　‐患者が前記患者支持装置上で引き上げを必要とする可能性がある
　‐患者が回転する必要がある可能性がある
　‐患者が過度のズレ応力を受けている可能性がある
　‐患者が過度の圧縮応力を受けている可能性がある
　‐患者が仰臥位から座位に変化した可能性がある
　‐患者が患者支持装置から出て行った可能性がある、および
　‐患者支持装置の頭部セクションの角度が閾値未満に減少した可能性がある
が発生したときに警報を発するよう構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
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　前記センサアレイおよび前記コントローラは、次のうち少なくとも１つ：
　患者の身長、患者のボディマス指数、患者の心拍数、患者の呼吸数、患者の体温、患者
の部分的マス指数、患者の体重、患者の睡眠の質、患者の興奮レベル、
を決定するよう構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記コントローラはさらに、患者でない物体が前記センサアレイ上に位置しているか否
かを前記センサアレイから判定するよう構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記センサアレイは、前記患者支持装置上に位置するマットレスをカバーするよう構成
されるマットレスカバーに一体化される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ディスプレイはタッチスクリーンであり、介護者が前記タッチスクリーンを押すこ
とにより前記システムを制御できるように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記コントローラは、前記患者支持装置上の秤システムと通信し、
　前記秤システムは、前記患者支持装置の少なくとも一部の上に位置する物品の総重量を
測定するよう構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記ユーザインタフェースは、介護者が前記センサアレイの一部を選択できるようにし
、
　前記ユーザインタフェースは、その後、前記選択された一部において前記センサアレイ
が検知した総重量のインジケーションを提供する、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記センサアレイは、あるセクションを含み、
　前記セクションは、前記セクション上に配置された患者でない物体の重量を決定するた
めに専用のものである、請求項１に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記コントローラは、前記患者支持装置上に位置する表面を制御するよう構成された表
面コントローラと通信し、
　前記コントローラは、前記センサアレイからの力および場所情報を前記表面コントロー
ラに伝達する、請求項１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記コントローラは、前記センサアレイからの出力に基づき、前記センサアレイ上での
患者の向きを決定するよう構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記コントローラは、前記センサアレイ上での患者の胴の場所を決定し、
　前記コントローラは、前記患者の心拍数を決定する際に前記患者の胴の前記場所を用い
る、請求項１に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記コントローラは、前記センサアレイ上での患者の胴の場所を決定し、
　前記コントローラは、前記患者の呼吸数を決定する際に前記患者の胴の前記場所を用い
る、請求項１に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記システムは、前記センサアレイに一体化された温度センサをさらに含み、
　前記コントローラは、前記センサアレイが検出した力値の温度依存誤差を補償するため
に、前記温度センサからの温度値を用いて前記力値を調整するよう構成される、請求項１
に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記センサアレイは２００を超えるセンサセルを含み、
　各センサセルは、前記センサアレイの対応するセルエリアに患者が及ぼす力を検出する
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よう構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記患者支持装置は、ベッド、寝台、ストレッチャー、手術台、およびリクライニング
装置のうち１つである、請求項１に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記システムはさらに、少なくとも１つの第２のセンサアレイを含み、
　前記第２のセンサアレイは、前記患者の身体のうち前記センサアレイと接触していない
部分と接触して配置されるよう構成され、
　前記コントローラは前記第２のセンサアレイと通信し、
　前記コントローラは、前記第２のセンサアレイから収集した情報を、前記ディスプレイ
に表示するよう構成され、
　前記コントローラは、前記センサアレイからの第１のデータと、前記第２のセンサアレ
イからの第２のデータとを、前記ディスプレイに表示される共通のグラフィカル画像に統
合する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記コントローラは、前記センサアレイ上に位置する患者の体重を決定するよう構成さ
れ、
　前記コントローラは、前記患者支持装置上の秤システムと通信し、
　それによって、患者でない重量が存在する場合に、前記秤システムが検出した重量のう
ちどの部分が患者でない重量であるかを決定するために、前記センサアレイが検出した前
記患者体重を用いることができる、請求項１に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記システムは、さらに枕圧力センサを含み、
　前記枕圧力センサは、前記患者が前記枕に及ぼす力を検出するよう構成され、
　前記コントローラは前記枕圧力センサと通信し、
　前記コントローラは、前記枕圧力センサから収集した情報を前記ディスプレイに表示す
るよう構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記コントローラは、前記センサアレイからの第１のデータと、前記枕圧力センサから
の第２のデータとを、前記ディスプレイに表示される共通のグラフィカル画像に統合する
、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記センサアレイは、前記センサアレイ上に位置する枕を検出するのに十分な大きさの
検知領域を含み、
　コントローラは、前記センサアレイ上で前記枕が検出された位置を用いて、前記センサ
アレイが検出した圧力分布と、前記枕圧力センサが検出した圧力分布とを位置合わせする
よう構成される、請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記ユーザインタフェースは、介護者がブレーデンスケールの点数を入力できるように
し、
　前記コントローラは、前記ブレーデンスケールに基づいて、少なくとも１つの警報基準
を自動的に選択する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記ユーザインタフェースは、介護者が前記センサアレイ上のエリアを選択できるよう
にし、
　前記選択されたエリア上で患者の力が検出されない場合には、前記エリアは前記ユーザ
インタフェースに警報状態を示させる、請求項１に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記ユーザインタフェースは、介護者が前記センサアレイ上のエリアを選択できるよう
にし、
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　前記選択されたエリア上で、患者の動きが閾値量存在することが検出された場合には、
前記エリアは、前記介護者が認識可能なインジケーションを前記ユーザインタフェースに
提供させる、請求項１に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記コントローラは、前記センサアレイが検知したデータをメモリに記憶し、
　前記コントローラは、少なくとも１つの患者傾向を決定するために前記記憶したデータ
を解析し、
　前記コントローラは、前記患者傾向に照らして患者にとってより良いケアを提供するた
めに前記介護者が取り得る行動についての勧告を、前記介護者に提供し、
　前記患者傾向は、前記患者支持装置の特定の側で眠ること、複数の枕を使用すること、
特定の位置から患者支持装置を出ること、のうち少なくとも１つを含む、請求項１に記載
のシステム。
【請求項３８】
　前記コントローラは、前記センサアレイ上の前記患者の位置を決定するために前記セン
サアレイの出力を用いるよう構成され、
　前記コントローラは、さらに、前記センサアレイ上に最初に複数のゾーンを定義するた
めに前記患者の位置を用いるよう構成され、
　前記コントローラは、前記患者支持表面上で前記患者が位置を変えた場合に、前記複数
のゾーンの境界を動的に調整し、
　前記ユーザインタフェースは、警報状態の基準となる少なくとも１つの前記ゾーンを介
護者が選択できるようにする、請求項１に記載のシステム。
【請求項３９】
　患者支持装置のためのセンシングシステムであって、
　前記センシングシステムは、センサアレイと、コントローラと、ディスプレイスクリー
ンと、ユーザインタフェースとを備え、
　前記センサアレイはフレキシブルマットに一体化され、
　前記マットは前記患者支持装置の上に位置する患者支持表面の上にわたって配置される
よう構成され、
　前記センサアレイは複数のセンサを含み、前記複数のセンサのそれぞれは、患者が前記
センサアレイ内のそのセンサに及ぼす力を検出するよう構成され、
　前記コントローラは前記センサアレイと通信し、
　前記コントローラは、患者に関するパラメータを決定するために、前記センサアレイか
らの出力を処理するよう構成され、
　前記ディスプレイスクリーンは、前記患者支持装置上に支持され、
　前記ユーザインタフェースは、前記患者支持装置上に支持され、
　前記ユーザインタフェースは、前記ディスプレイスクリーンに関連付けられ、
　前記ユーザインタフェースは、前記コントローラと通信し、
　前記ユーザインタフェースは、前記コントローラが実行する計算において前記センサア
レイ内の前記複数のセンサのうちいずれが用いられるかを、介護者が選択できるように構
成される、センシングシステム。
【請求項４０】
　隔たった場所にデータを伝達しない患者支持装置を、隔たった場所にデータを伝達する
アップグレードされた患者支持装置へと、アップグレードする方法であって、
　前記方法は、フレキシブルマットを提供することを含み、前記フレキシブルマットはそ
の内部に一体化されたセンサアレイを有し、前記センサアレイは複数のセンサを含み、前
記複数のセンサはそれぞれ、患者が前記センサアレイ内のそのセンサに及ぼす力を検出す
るよう構成され、
　前記方法は、前記患者支持装置上に位置する患者支持表面上に前記マットを配置するこ
とを含み、
　前記方法は、前記患者支持装置から分離されたコントローラを提供することを含み、前
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記コントローラは、前記患者の圧力分布プロファイルを決定するために前記センサアレイ
からの出力を処理するためのものであり、
　前記方法は、前記患者の前記圧力分布プロファイルを、前記患者支持装置上に支持され
るディスプレイスクリーンに表示することを含み、
　前記方法は、前記患者の前記圧力分布プロファイルを、ベッドから隔たった場所へと伝
達することを含む、方法。
【請求項４１】
　患者が前記患者支持装置から出て行った時を検出するために前記センサアレイおよび前
記コントローラを用いることと、
　前記患者が前記患者支持装置から出て行ったことを示す警報信号を、前記患者支持装置
から前記隔たった場所へと伝達することと
をさらに含む、請求項４１に記載の方法。
【請求項４２】
　患者支持装置のためのセンシングシステムであって、
　前記センシングシステムは、センサアレイと、コントローラと、ディスプレイスクリー
ンと、ユーザインタフェースとを備え、
　前記センサアレイは複数のセンサを含み、前記複数のセンサのそれぞれは、患者が前記
センサアレイ内のそのセンサに及ぼす力を検出するよう構成され、
　前記コントローラは前記センサアレイと通信し、
　前記コントローラは、患者に関するパラメータを決定するために、前記センサアレイか
らの出力を処理するよう構成され、
　前記ディスプレイスクリーンは、前記患者支持装置上に支持され、
　前記ユーザインタフェースは、前記患者支持装置上に支持され、
　前記ユーザインタフェースは、前記ディスプレイスクリーンに関連付けられ、
　前記ユーザインタフェースは、前記コントローラと通信し、
　前記ユーザインタフェースは、前記センサアレイから生成されるデータを、介護者が前
記ディスプレイスクリーン上で視認できるように構成され、
　前記センシングアレイは、患者の身体の一部に接着するよう構成される領域パッチに組
み込まれる、センシングシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願への相互参照］
　本出願は、２０１１年３月４日に出願人Richard Derenneにより提出された「Sensing S
ystem for Patient Supports」と題する米国仮特許出願第６１／４４９１８２号明細書（
その全開示内容が、参照により本明細書に援用される）の優先権を主張する。
【０００２】
［発明の背景］
　本発明は医療機器に関し、とくに患者支持装置(patient support)（ベッド、ストレッ
チャー、寝台(cot)、ガーニー、手術台、リクライニング装置、椅子、等）と組み合わせ
て用いられるセンシングシステムに関する。
【０００３】
［発明の概要］
　本発明は、その様々な実施形態により、患者および／または患者支持装置(patient sup
port apparatus)（ベッド、ストレッチャー、寝台、手術台、椅子、リクライニング装置
、または他の種類の患者支持装置(patient support)）についての情報を提供する改良さ
れたセンシングシステムを提供する。一実施形態では、センシングシステムは、既存のベ
ッドをスマートなベッド（たとえば、ベッドの構成要素および／または患者の態様につい
ての情報を隔たった場所に提供するもの）に変えるために、既存の患者支持装置に適用さ
れてもよい。他の実施形態では、センシングシステムは、床ずれの予防および／または管
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理を支援するための改良されたツールを提供する。さらに他の実施形態では、センシング
システムは、患者および／または患者支持装置についての追加データ（臨床医または介護
者(caregiver)にとって有用なもの）を提供する。少なくとも１つの実施形態において、
センシングシステムは、センサアレイを収容するフレキシブルシート（マットレス、空気
袋のアレイ、または他の種類の緩衝された支持具であってその上で患者が休むことができ
るもの、等）を含む。フレキシブルシートは、患者支持表面に解放可能に固定されるよう
構成されている。別の実施形態では、フレキシブルシートは患者支持表面（マットレス等
）に組み込まれてもよい。様々な追加の実施形態および特徴を以下に説明する。
【０００４】
　一実施形態によれば、センサアレイと、コントローラと、基台（pedestal）と、ユーザ
インタフェースとを含むセンシングシステムが提供される。センサアレイは、患者支持装
置に位置する患者支持表面上に配置されるよう構成される。センサアレイは患者がセンサ
アレイに及ぼす力を検出する。コントローラはセンサアレイと通信し、センサアレイから
の出力を処理して、患者に関するパラメータを決定する。基台は患者支持装置に画定され
たＩＶ孔(IV hole)上に支持可能である。ユーザインタフェースは基台上に支持され、コ
ントローラと通信する。ユーザインタフェースは、患者に関するパラメータに関する警報
を介護者が制御できるようにする。
【０００５】
　別の実施形態によれば、患者支持装置のためのセンシングシステムであって、センサア
レイと、コントローラと、ディスプレイスクリーンと、ユーザインタフェースとを含むも
のが提供される。センサアレイは、患者支持装置に位置する患者支持表面上に配置される
よう構成されたフレキシブルマットに一体化(integrate)される。センサアレイは複数の
センサを含み、各センサは、患者がセンサアレイ中の各センサに及ぼす力を検出するよう
構成されている。コントローラはセンサアレイと通信し、センサアレイからの出力を処理
して、患者に関するパラメータを決定する。ディスプレイスクリーンは患者支持装置上に
支持される。ユーザインタフェースは患者支持装置上に支持され、ディスプレイスクリー
ンに関連付けられる。ユーザインタフェースはコントローラと通信し、コントローラによ
って実行される少なくとも１つの計算に、センサアレイ中の複数のセンサのうちどれが用
いられるかを、介護者が選択できるようにする。
【０００６】
　別の実施形態によれば、第１のセンサアレイと、第２のセンサアレイと、コントローラ
と、ディスプレイスクリーンとを含むシステムが提供される。第１のセンサアレイは第１
のフレキシブルマットに組み込まれ、第２のセンサアレイは第２のフレキシブルマットに
組み込まれる。コントローラは、第１および第２のセンサアレイ両方からの出力を受信し
、患者の身体の少なくとも一部の組み合わされた圧力分布プロファイルへと統合するよう
構成される。コントローラは、組み合わされた圧力分布プロファイルを、介護者による閲
覧のためにディスプレイに転送する。
【０００７】
　別の実施形態によれば、隔たった場所にデータを伝達しない患者支持装置を、隔たった
場所にデータを伝達するアップグレードされた患者支持装置へとアップグレードするため
の方法が提供される。この方法は、センサアレイが一体化されたフレキシブルマットを提
供することを含む。センサアレイは複数のセンサを含み、各センサは、患者がセンサアレ
イ中の各センサに及ぼす力を検出するよう構成されている。この方法は、さらに、患者支
持装置上に位置する患者支持表面上にマットを配置すること、センサアレイからの出力を
処理して患者の圧力分布プロファイルを決定するための、患者支持装置から分離されたコ
ントローラを提供すること、患者の圧力分布プロファイルを、患者支持装置上に支持され
たディスプレイスクリーンに表示すること、および、患者の圧力分布プロファイルを、ベ
ッドから隔たった場所へと伝達することを含む。
【０００８】
　他の態様によれば、本方法は、さらに、患者が患者支持装置から出て行った時を検出す
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るためにセンサアレイおよびコントローラを用いることと、患者が患者支持装置から出て
行ったことを示す警報信号を、患者支持装置から隔たった場所に伝達することとを含んで
もよい。また、本方法は、マットの中の角度センサ（患者支持装置の、少なくとも１つの
枢動可能セクションの角度を決定するよう構成されたもの）を提供することと、枢動可能
セクションの角度を隔たった場所に伝達することとを含んでもよい。
【０００９】
　さらに他の実施形態によれば、システムのコントローラは、患者が回転したか否か、患
者が患者支持装置上に起き上がったか、または、患者と患者支持表面との間に作用するズ
レ圧力(shear pressure)に関連する望ましくない状態が存在するかを、センサアレイから
判定するよう構成されてもよい。
【００１０】
　センサアレイは傾きセンサを含んでもよく、コントローラは患者支持表面の枢動可能部
分の角度配向(angular orientation)を決定するよう構成されてもよい。傾きセンサは、
加速度計であってもよく、角度配向を決定するのに適した他のセンサであってもよい。角
度配向は、重力に対するものであってもよく、他の基準に対するものであってもよい。
【００１１】
　センシングシステムは、患者がセンサアレイに対して及ぼす閾値サイズおよび大きさを
超える圧力のエリアの、センサアレイに沿った動きを検出することによって、ズレ圧力に
関する望ましくない状態を検知するよう構成されてもよい。センシングシステムは、複数
の異なるズレ圧力状態の種類を検出するよう構成されてもよい。たとえば、閾値サイズお
よび大きさを超える圧力のエリアの、センサアレイに沿った動きに加え、センシングシス
テムは、ある長さの時間の間の、センサアレイに沿った患者体重の行ったり来たりの動き
の閾値量を含む望ましくないズレ状態を検出するように構成されてもよい。
【００１２】
　他の実施形態によれば、ユーザインタフェースは基台上に支持されるディスプレイスク
リーンを含んでもよい。警報ライトが、基台上に支持されてもよく、ベッドに組み込まれ
てもよく、その他の場所に置かれてもよい。基台上に支持される場合、警報ランプはディ
スプレイスクリーンから離間されてもよい。どこに置かれても、患者支持装置が室内に位
置するとき、センシングシステムに関する望ましくない状態が存在するか否かを判定する
ために介護者が患者支持装置に近寄る必要がないように、警報ランプが病院の廊下(hallw
ay)から視認可能となるように、サイズが決定され位置決めされてもよい。すなわち、警
報ランプは、患者支持装置の制御パネルまたはセンシングシステムのユーザインタフェー
スに関連付けられた制御パネルのうち１つまたは複数に現れる通常のライトから、（サイ
ズに関して、および／または位置に関して、および／または他の態様で）隔たって位置し
てもよい。そのような通常のライトは、ディスプレイスクリーンに現れるものであれ、デ
ィスプレイスクリーンに隣接する場所に現れるものであれ、通常はそのライトのすぐ隣に
位置する患者または介護者によって（たとえば、患者支持装置上の患者によって、または
、支持装置の隣に立って制御パネルを使用している介護者によって）見られるように意図
されている。これに対し、本発明の一実施形態に関連する警報ランプ（複数可）は、介護
者がその患者支持装置までの全距離を歩く必要なく、廊下から、または他の有意な距離か
ら、望ましくない状態が存在するか否かを簡単かつ即座に見えるようにすることを意図し
ている。
【００１３】
　さらに他の実施形態では、システムのコントローラは、患者の下に位置する表面上でボ
トムアウトしたか否かをセンサアレイから判定してもよい。コントローラは、患者が患者
支持装置から出て行ったか否かを判定してもよい。
【００１４】
　センサアレイは、フレキシブルマット（患者支持装置に位置する表面上にフィットする
よう構成されたもの、患者支持装置の表面の一部にフィットするよう構成されたもの、ま
たは、患者支持装置に位置する１つ以上の枕もしくは位置決め装置(positioner)にフィッ
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トするよう構成されたもの）に一体化されてもよい。さらに他の実施形態では、センサア
レイを持つ複数のフレキシブルマットが提供され、このような複数の構造上に位置しても
よい。
【００１５】
　センサアレイは、受ける力に応じて変化する電気抵抗をそれぞれが有する複数の圧抵抗
セルからなってもよい。
【００１６】
　患者支持装置のＩＶ孔に挿入されるよう構成される取り付けブラケットが含まれてもよ
い。このブラケットはＩＶ孔において基台を支持し、ＩＶポールを支持するための孔を含
む。このように、基台およびＩＶポールの双方が、患者支持装置の、単一の、共通のＩＶ
孔を共用してもよい。基台は、取り付けブラケットに解放可能に取り付け可能なブーム(b
oom)を含んでもよい。基台は、さらに、水平軸および垂直軸それぞれの周りに枢動可能と
なるよう構成されてもよい。
【００１７】
　システムは、認可された介護者が所持する識別カードを読み取るよう構成された識別カ
ードリーダを含んでもよい。このような識別カードを用いることにより、認可された介護
者だけがユーザインタフェースを介してセッティングを変更できるように、システムへの
アクセスを制限することができる。また、このような識別カードを用いることにより、識
別カードリーダが読み取った識別カードの持ち主である認可された介護者が行った行動を
記録できるようになる。この行動は、患者を回転させることや、その他の行動を含む。
【００１８】
　さらに他の実施形態では、システムは、通信ネットワークと無線で通信し、通信ネット
ワークに警報信号を転送する無線送受信機を含んでもよい。通信ネットワークは、電子医
療記録(electronic medical records)および／または他の情報を結びつける既存の病院コ
ンピュータネットワーク（イーサネット（登録商標）や他のコンピュータネットワーク等
）であってもよい。
【００１９】
　システムは、ロケーション装置（患者支持装置上に支持され、健康管理施設内の特定の
場所と関連する識別情報(identity)を有する近傍の送信機と無線で通信するもの）を含ん
でもよい。これによって、このロケーション装置は、特定の医療施設内でのシステムの場
所の決定を可能にする。これによって、患者支持装置から隔たった場所へと伝送される情
報を、医療施設内の特定の場所と関連させることができる。
【００２０】
　ユーザインタフェースは、場所と、患者がセンサアレイに及ぼす力の大きさとのグラフ
ィカルな描写が描かれるディスプレイスクリーンを含んでもよい。さらに、時間とともに
センサアレイからの出力を記憶するためのメモリが含まれてもよい。ユーザインタフェー
スは、センサアレイからの出力の過去のグラフィカルな描写のうち複数のものを表示する
ために、メモリおよびディスプレイスクリーンと相互作用してもよい。過去のグラフィカ
ルな描写の表示は、動画のような方法(movie-like manner)（実際の過去の圧力変化と一
致するレートでグラフィカルな描写が連続的に変化するか、または、実際の過去の圧力変
化のレートよりも大きい加速されたレートでグラフィカルな描写が連続的に変化するもの
）で行われてもよい。ディスプレイスクリーンは、センサアレイが検出した過去の事象の
インジケーションを含むグラフィカルタイムラインを含んでもよい。
【００２１】
　コントローラは、次の状態のいずれか１つ以上が発生した場合に警報を発するよう設定
されてもよい。
　‐患者が患者支持装置上で引き上げ(boosting)を必要とする可能性がある
　‐患者が回転する必要がある可能性がある
　‐患者が過度のズレ応力を受けている可能性がある
　‐患者が過度の圧縮応力を受けている可能性がある
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　‐患者が仰臥位(a supine)から座位(a sitting position)に変化した可能性がある
　‐患者が患者支持装置から出て行った可能性がある
　‐患者支持装置の頭部セクションの角度が閾値未満に減少した可能性がある
　ユーザインタフェースは、これらの状態のいずれか１つ以上（単独でまたは他の状態と
組み合わせて）が警報を発生させるように、介護者が選択できるようにしてもよい。
【００２２】
　コントローラは、患者がセンサアレイ上で休んでいるときに、患者の身長を決定するよ
う設定されてもよい。また、コントローラは、患者がセンサアレイ上で休んでいるときに
、患者のＢＭＩ（ボディマス指数；body mass index）を決定するよう設定されてもよい
。さらに、コントローラは、センサアレイ上に患者でない物体が位置しているか否かをセ
ンサアレイから決定するよう設定されてもよい。コントローラは、センサアレイからの出
力に基づき、センサアレイ上における患者の向きを決定してもよい。または、コントロー
ラは、支持表面上に位置する患者について挟み込み事故(entrapment hazard)が存在する
か否かを、センサアレイから決定してもよい。
【００２３】
　センサアレイによって検出する患者に関するパラメータは、次のうちいずれか１つ以上
を含んでもよい：患者の心拍数、患者の呼吸数、患者の体温、患者の身長、患者のＢＭＩ
、患者の部分的マス指数(regional mass index)、患者の体重、患者の睡眠の質、患者の
興奮レベル(level of agitation)。
【００２４】
　センサアレイとともに、またはフレキシブルマット内に、追加のセンサが含まれてもよ
い。このような追加のセンサは、次のうち１つ以上を含んでもよい：温度センサ、湿度セ
ンサ、加速度計または他の角度センサ、パルスオキシメータ、サイドレール位置センサ。
温度センサが含まれる場合には、センサアレイが出力する値の温度依存誤差を補償するた
めに、温度センサを用いてセンサアレイが検出した力値を調整してもよい。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、センサアレイは１０００を超えるセンサセル（それぞれが、
センサアレイの対応するセルエリアに患者が及ぼす力を検出するよう構成されたもの）を
含んでもよい。センサアレイは、患者支持装置上に位置する、マットレスをカバーするマ
ットレスカバーまたは他の種類の表面に一体化されてもよい。または、いくつかの実施形
態では、センサアレイはマットレス自体に一体化されてもよい。
【００２６】
　センサアレイ、コントローラおよびユーザインタフェースは、患者支持装置上の表面に
電力を供給する変圧器から電力を受け取ってもよい。ユーザインタフェースは、タッチス
クリーンディスプレイ（介護者がタッチスクリーンを押すことによりシステムを制御でき
るようにするもの）を含んでもよい。
【００２７】
　センシングシステムは、患者支持装置上の秤システム（患者支持装置上の少なくとも一
部の上に位置する物品の総重量を計測するもの）と通信してもよい。ユーザインタフェー
スは、介護者がセンサアレイの一部を選択できるようにし、それによって、その後その選
択された部分においてセンサアレイが検知する総重量のインジケーションをユーザインタ
フェースが提供するようにしてもよい。センサアレイは、セクション上に配置された患者
でない物体の重量を決定するための専用のセクションを含んでもよい。
【００２８】
　システムコントローラは、患者支持装置上かつセンサアレイ下に位置する表面を制御す
る表面コントローラと通信してもよい。システムコントローラは、アレイからの力および
場所情報を、表面コントローラに伝達してもよい。
【００２９】
　システムは、望ましくないズレ応力を決定するために用いられてもよい。システムは、
患者支持装置内に支持された患者に作用する望ましくない程度の応力をセンサアレイが検
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出した場合に、警報を発してもよい。ユーザインタフェースは、警報状態が存在している
か否かをコントローラが判定する時に、介護者がセンサアレイの１つ以上のエリアを除外
できるようにしてもよい。介護者は、除外しなければ結果として（患者のギプス(cast)に
作用する圧力の結果として、または、褥瘡性潰瘍の発現につながる可能性の低い他の状態
によって発生する圧力の結果として）生成されるであろう圧力警報を、このような除外に
より回避できる。
【００３０】
　システムは、さらに、センサアレイからの圧力読み取り値を、患者の身体の特定の部分
にマッピングするよう設定されてもよい。コントローラは、圧力読み取り値の、患者の身
体の特定の部分へのマッピングを、患者に関するパラメータを決定するときに用いてもよ
い。コントローラは、体の特定の部分の場所に対応するセンサアレイからの信号を、別の
場所に対応するセンサアレイからの信号とは異なる方法で処理してもよい。たとえば、コ
ントローラは、センサアレイ上での患者の胴の場所を決定し、患者の心拍数や呼吸数を決
定するときに患者の胴の場所の知識を用いてもよい。
【００３１】
　システムは、所望の向きを持つ画像を表示する枢動可能ディスプレイを含んでもよく、
コントローラは、ディスプレイの枢動の前後で画像の所望の向きが維持されるように、デ
ィスプレイの枢動に応じて画像の向きを自動的に変更するよう構成されてもよい。表示さ
れる画像は、患者に作用する圧力の圧力分布のグラフィカル表現を含んでもよい。この画
像は、グラフィカル画像とともに、患者の輪郭を含んでもよい。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、介護者によって、ユーザインタフェースを介し、システムに
注記が入力されてもよい。システムでは、後に閲覧するために注記がメモリに記録される
。
【００３３】
　センサアレイから収集したデータを、患者支持装置から離れて位置するディスプレイに
コントローラが伝達できるようにする、通信ポートが含まれてもよい。患者支持装置は、
ベッド、寝台(cot)、ストレッチャー、手術台(operating room table）、リクライニング
装置、椅子、等のうち１つであってもよい。センサアレイの一部は、介護者がセンシング
システムの機能を制御するために押すことができる感圧式のキーパッドを画定してもよい
。感圧式のキーパッドは、光投射装置によってセンサアレイ上の表面に投影される表示(i
ndicia)を含んでもよい。
【００３４】
　コントローラは複数の構成要素に分割されてもよく、センサアレイに物理的に取り付け
られる第１部分と、ユーザインタフェースの表示部に物理的に取り付けられる第２部分と
を含んでもよい。ディスプレイは、そこに表示される画像（圧力分布画像等）に介護者が
ズームできるようにするズーム機能を備えてもよく、これによって介護者はより大きいサ
イズの圧力分布画像を見ることができるようになる。
【００３５】
　他の実施形態では、システムは複数のセンサアレイを含んでもよい。第１のセンサアレ
イが接触していない患者の身体の一部に第２のセンサアレイが接触するように、第１のセ
ンサアレイおよび第２のセンサアレイが互いに分離された位置に配置されてもよい。複数
のセンサアレイは、双方が互いに関するデータ（基台上に支持されるディスプレイに表示
される）を生成してもよい。データの表示は、複数のセンサアレイの双方からの（または
、いくつかの実施形態では、３以上のセンサアレイからの）データを含む共通のグラフィ
カル画像がディスプレイに示されるように行われてもよい。共通のグラフィカル画像は、
圧力分布画像であるか、または他のなんらかの種類の共通のグラフィカル画像であっても
よい。
【００３６】
　センサアレイはフレキシブルマットに一体化されてもよい。センサアレイは、患者支持
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装置の第１の側から第２の側まで、および患者支持装置の頭側から足側まで実質的に連続
するセンサセルのアレイを含むように構成されてもよい。このようにして、センサアレイ
は、患者支持インタフェースの上部の、全体（または実質的に全体）に印加される圧力を
検出することができる。
【００３７】
　コントローラは、センサアレイ上に位置する患者の体重を決定するためにセンサアレイ
を使用し、その体重を患者支持装置上の秤システムに伝達するよう設定されてもよい。患
者でない重量が存在する場合には、秤システムにおいて、秤システムによって検出された
重量のうちどの部分が患者でない重量であるのかを決定するために、患者の体重が用いら
れてもよい。センサアレイを用いて測定された患者の体重は、秤システムが自動零点規正
機能(automatic zeroing function)を実行するために用いてもよい。
【００３８】
　フットボードと接触する患者の身体の任意の部分に対して作用する力を検出する、１つ
以上の追加のフットボードセンサが含まれてもよい。含まれる場合には、フットボード圧
力センサは、ユーザインタフェースに関連付けられたディスプレイにフットボード圧力に
関するデータが表示されるように、コントローラと通信してもよい。
【００３９】
　患者が枕に及ぼす力を検出する、１つ以上の枕圧力センサが含まれてもよい。含まれる
場合には、枕圧力センサはコントローラと通信し、システムは、枕圧力センサから収集し
た情報を、ユーザインタフェースに関連付けられたディスプレイに表示する。枕圧力セン
サが含まれる場合、コントローラはまた、センサアレイからの第１のデータと、枕圧力セ
ンサからの第２のデータとを、ディスプレイに表示される共通のグラフィカル画像に統合
してもよい。センサアレイは、センサアレイ上に位置する枕を検出するのに十分な大きさ
の検知領域を含んでもよく、コントローラはセンサアレイ上で枕が検出された位置を用い
て、センサアレイが検出した圧力分布と、枕圧力センサが検出した圧力分布とを位置合わ
せしてもよい。枕圧力センサは、枕を包むよう構成されたフレキシブルマットであっても
よい。枕圧力センサは、センサアレイ内のセンサが検出可能な１つ以上の基準物体を含ん
でもよく、コントローラはこの基準物体を用いて枕圧力センサとセンサアレイとの位置合
わせを決定してもよい。
【００４０】
　他の実施形態では、患者支持装置からフットボードが取り外されたか否かを検出し、患
者支持装置からフットボードが取り外された場合には介護者に指摘するフットボードセン
サが含まれてもよい。これに代えて、またはこれに加えて、患者支持装置からヘッドボー
ドが取り外されたか否かを検出し、患者支持装置からヘッドボードが取り外された場合に
は介護者に指摘するヘッドボードセンサが設けられてもよい。
【００４１】
　システムは、介護者が支援する回転を受けつつある患者の、実際の回転角度を検出する
よう構成される角度センサを含んでもよい。このような角度センサは、１つ以上の加速度
計または他の種類の角度センサを含んでもよい。システムはまた、患者支持装置上の複数
のサイドレールが持ち上げられた位置にあるか否かを判定し、そのような情報を介護者に
伝達するよう構成された、複数のセンサを含んでもよい。システムは、さらに、基台と解
放可能に結合するよう構成されたモバイルカメラを含んでもよい。
【００４２】
　システムのユーザインタフェースは、介護者がブレーデンスケール(Braden scale)の点
数を入力できるようにしてもよく、コントローラは、これに応じ、ブレーデンスケールに
基づく少なくとも１つの警報基準を自動的に選択してもよい。ユーザインタフェースは、
さらに、介護者がこの少なくとも１つの自動的に選択された警報基準をオーバーライドで
きるようにしてもよい。警報基準は、時間要素と圧力の大きさ要素との双方を含んでもよ
い。
【００４３】
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　システムは、患者にカラーコーディングされた光を投射する光プロジェクタ（患者支持
装置上に支持されるもの）を含んでもよい。カラーコーディングは、マット上の患者が経
験する圧力の程度を示す。
【００４４】
　ユーザインタフェースは、介護者がセンサアレイ上のあるエリアを選択できるようにし
てもよい。この選択されたエリア上に検出される患者の力が存在しない場合には、ユーザ
インタフェースに警報状況を示させる。
【００４５】
　センサアレイは、温度センサおよび湿度センサの双方を含むフレキシブルマットに組み
込まれてもよい。温度センサおよび湿度センサが含まれている場合、コントローラは、温
度センサおよび湿度センサからの温度値および湿度値に応じて、少なくとも１つの膨張可
能チェンバーに膨張圧力を変化させるように、センサアレイの下に位置する膨張可能チェ
ンバーを有する制御可能表面と通信してもよい。
【００４６】
　センサアレイおよび／または他のセンサ（システムに含まれるもの）からの出力は、ユ
ーザインタフェースを含む物理的装置またはディスプレイを含む物理的装置に無線で伝達
されてもよい。このような無線通信により、センサ（複数可）と、ユーザインタフェース
および／またはディスプレイとの間の、１つ以上の有線接続を供給し配置する必要性がな
くなる。
【００４７】
　センサアレイから収集したデータを表す紙媒体画像を、介護者が印刷できるようにする
プリンタを含んでもよい。
【００４８】
　センサアレイがフレキシブルマットに組み込まれている場合、フレキシブルマットは、
マットの底側に画定された複数の空気孔と流体連通する流体膨張可能チェンバーをさらに
含んでもよい。膨張可能チェンバーおよび空気孔は、ある患者支持表面から別の患者支持
表面へと患者を移転させるのを容易にするために、介護者がマットの下に選択的にエアク
ッションを作成できるように構成される。
【００４９】
　ユーザインタフェースは、介護者がセンサアレイ上のあるエリアを選択できるようにし
てもよい。この選択されたエリア上に閾値量の患者の動きが存在しない場合には、ユーザ
インタフェースに介護者が識別可能なインジケーションを提供させる。介護者が選択可能
なエリアは、固定されたエリアのうち１つ以上のものであってもよいし、エリアの境界を
カスタマイズできるように介護者が定義可能な、固定されないエリアを含んでもよい。
【００５０】
　システムは、物理的な治療処置の間に介護者にとって有用な１つ以上のパラメータを決
定することによって、および、そのパラメータまたはこれに関する情報を、ユーザインタ
フェースに関連付けられたディスプレイに転送することによって、物理的な治療処置の間
に有用なものとなる可能性がある。
【００５１】
　システムは、介護者をさらに支援するために、延長された期間にわたって、患者圧力の
読み取り値および動きを追跡してもよい。たとえば、コントローラは、センサアレイデー
タをメモリに記憶し、少なくとも１つの患者傾向を決定するためにデータを解析し、患者
傾向に照らして患者にとってより良いケアを提供するために介護者が取り得る行動につい
ての勧告(recommendation)を介護者に提供してもよい。このような解析されるデータが収
集され得る時間は、１時間単位の複数時間(hours)であってもよく、複数日(days)であっ
てもよく、他の時間量であってもよい。患者傾向は、次のうちいずれかまたは他の傾向を
含む：患者支持装置の特定の側で眠ること、複数の枕を使用すること、特定の位置から患
者支持装置を出ること。
【００５２】
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　センサアレイから決定される圧力プロファイルに患者の身体を関連させるに際し、コン
トローラを支援するために、患者の位置の写真を撮影するために、システムはカメラを含
んでもよい。写真は、センサアレイからの出力を、患者の身体の特定のエリアにマッピン
グするために用いてもよい。代替的に、マッピングは、カメラを用いない他の態様で実行
されてもよい。
【００５３】
　ユーザインタフェースは、コントローラがアクセス可能なメモリに、介護者が患者の傷
または床ずれの写真を入力できるようにしてもよい。入力された写真は、傷または床ずれ
の写真と、センサアレイの出力からコントローラが決定した圧力分布プロファイルとの双
方をディスプレイが表示するような態様で、システムが使用してもよい。これにより、介
護者は、傷または床ずれと、患者が経験する圧力との関係を見ることができ、これは、傷
または床ずれに過度の圧力が加えられることを回避することにおいて、介護者を支援する
。
【００５４】
　コントローラは、センサアレイからの出力を時間にわたって解析し、患者支持装置に使
用すべき表面の種類について介護者に勧告を提供してもよい。勧告は、コントローラがア
クセス可能なメモリに記憶された情報（その患者支持装置が配置されている特定の医療施
設においてどの種類の表面が利用可能かを示すもの）に基づいてもよい。コントローラは
また、センサアレイからの出力を時間にわたって解析し、その患者に関して使用すべき患
者支持装置の種類について介護者に勧告を提供してもよい。勧告は、コントローラがアク
セス可能なメモリに記憶された情報（その患者支持装置が配置されている特定の医療施設
においてどの種類の患者支持装置が利用可能かを示すもの）に基づいてもよい。
【００５５】
　コントローラは、圧力データを表面コントローラに伝達してもよい。表面コントローラ
は、表面コントローラが患者の身体の特定のエリアに対する表面処置手順をターゲットで
きるようにするために、患者支持装置上に位置する表面を制御する。
【００５６】
　コントローラは、センサアレイからの出力を用いてセンサアレイ上における患者の位置
を決定し、患者の位置を用いてセンサアレイ上の複数のゾーンを定義するよう設定されて
もよい。ユーザインタフェースは、警報状態の基準となる少なくとも１つのゾーンを介護
者が選択できるようにしてもよい。コントローラはまた、患者支持表面上で患者が位置を
変えた場合に、ゾーンの境界を動的に調整してもよい。
【００５７】
　ディスプレイは、患者支持装置のフットボードまたは他の場所に取り付けられた枢動可
能ディスプレイ（表示される画像を、ディスプレイの現時点での枢動位置に基づいて自動
的に変更するもの）であってもよい。たとえば、ディスプレイは、ディスプレイが患者に
向けられているか、または患者の反対側に向けられているかに応じて、その内容を自動的
に変更してもよい。代替的に、ディスプレイは、ディスプレイの枢動に応じ、表示される
情報の向きを自動的に変更してもよい。または、ディスプレイは、枢動に応じ、内容の変
更および向きの変更の双方を行ってもよい。
【００５８】
　さらに他の実施形態では、センサアレイは、シートを患者にまたはその身体の一部に取
り付けるための、接着剤または他の固着構造を含むフレキシブルシートに組み込まれても
よい。この場合、シートは、患者の身体のその特定の一部が受ける力を監視するために用
いられてもよい。
【００５９】
　本明細書の［発明の概要］節に記載される様々な特徴のすべては、任意の可能な順列組
合せで組み合わせ可能であることが理解される。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
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【図１】第１の実施形態によるセンシングシステムのブロック図である。
【図２】別の実施形態によるセンシングシステムのブロック図である。
【図３】さらに別の実施形態によるセンシングシステムのブロック図である。
【図４】例示のベッドと、図１～図３よりも詳細な記述とを含む、さらに別の実施形態に
よるセンシングシステムの図である。
【図５】センシングシステムとともに使用可能な患者支持装置の斜視図であり、患者支持
装置の頭側端に取り付けられた患者支持装置のタブレットを示す。
【図６】センシングシステムとともに使用可能な患者支持装置の斜視図であり、患者支持
装置の足側端に取り付けられた患者支持装置のタブレットを示す。
【図７】本明細書に開示される実施形態のいずれにおいても使用可能なセンサアレイの例
の平面図である。
【図８】センシングシステムが通信可能な、例示的な病院ネットワークのシステム図であ
る。
【図９】センシングシステムが生成する例示的なスクリーンショット（表示可能であり、
センシングシステムの一実施形態の様々な特徴を例示するもの）である。
【図１０】センシングシステムが生成する別の例示的なスクリーンショットであり、ユー
ザが図９の「タイムライン」制御を選択することに応じて表示され得るものである。
【図１１】センシングシステムが生成する例示的なスクリーンショットであり、ユーザが
図１０の「事象」制御および「スナップショット」制御を選択することに応じて表示され
得るものである。
【図１２】センシングシステムが生成する別の例示的なスクリーンショットであり、ユー
ザが図９の「ステータス」制御を選択することに応じて表示され得るものである。
【図１３】センシングシステムが生成可能な、例示的なスクリーンショットである。
【図１４】センシングシステムが生成可能な、別の例示的なスクリーンショットであり、
図１３のスクリーンショットとは異なるオプションを有している。
【図１５】センシングシステムが生成可能な、別の例示的なスクリーンショットである。
【図１６】センシングシステムが生成可能な、追加の例示的なスクリーンショットである
。
【図１７】センシングシステムが生成可能な、追加の例示的なスクリーンショットである
。
【図１８】センシングシステムが生成可能な、追加の例示的なスクリーンショットである
。
【図１９】システムのユーザが設定可能な様々な制御、セッティング、および／または機
能を例示する、生成可能な例示的なスクリーンショットである。
【図２０】センシングシステムにより新たな患者が監視されようとするときに生成され得
る、例示的なスクリーンショットである。
【図２１】センシングシステムの例示的なタブレットの斜視図であり、タブレットに警報
ライトが組み込まれる一態様を示す。
【図２１Ａ】図２１のタブレットの縁の部分断面図である。
【図２１Ｂ】図２１のタブレットの縁の部分断面図であり、図２１Ａとは異なる位置に移
動したカバーを示す。
【図２２】警報ライトの代替的実施形態を示すタブレットの斜視図である。
【図２２Ａ】図２２のタブレットの縁の部分断面図である。
【図２３】警報ライトの別の実施形態を示すタブレットの斜視図である。
【図２３Ａ】図２３のタブレットの縁の部分断面図である。
【図２４】警報ライトの別の実施形態を示すタブレットの斜視図である。
【図２４Ａ】図２４のタブレットの縁の部分断面図である。
【図２５】警報ライトの別の実施形態を示すタブレットの斜視図である。
【図２６】警報ライトの別の実施形態を示すタブレットの斜視図である。
【図２７】警報ライトのさらに別の実施形態を示すタブレットの斜視図である。
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【図２７Ａ】図２７のタブレットの縁の部分断面図である。
【図２８】患者支持装置の斜視図である。取り付けられたセンシングシステムのタブレッ
トおよび基台を示す。
【図２９】例示的なスクリーンショットが表示されている、ディスプレイスクリーンを持
つタブレットの一実施形態の斜視図である。
【図３０】センシングシステムのタブレットを構成する一態様の分解斜視図である。
【図３１】センシングシステムの基台およびタブレットを異なる向きに取り付けた患者支
持装置の一連の側面図である。基台およびタブレットの様々な取り付け位置および向きを
例示する。
【図３２】基台の一実施形態の分解斜視図である。
【図３３】基台の第２の実施形態の分解斜視図である。
【図３４】基台のための取り付けブラケットの斜視図である。
【図３５】患者支持装置に画定される、従来のＩＶポール支持孔の平面図である。
【図３６】支持ブラケットと協働するスイッチ機構の図である。
【図３７】患者支持装置のＩＶポール支持孔に挿入された取り付けブラケットの斜視図で
ある。
【図３８】ＩＶポール支持孔に挿入された、図３７の取り付けブラケットの平面図である
。
【図３９】センシングシステムにデータおよび電力を供給するためにケーブルを構成可能
な態様を例示する概略図である。
【図４０】９５パーセンタイルのサイズの男性と、５パーセンタイルのサイズの女性とが
、どのように長さ８４インチのマットレス上にフィットするかを例示する図である。
【図４１】センサアレイについて定義可能な、いくつかのゾーンを例示する図である。図
４０の男性および女性の輪郭に対する関係を含む。
【図４２】図４０の女性の輪郭が、センサアレイ上を下側にスライドした状態を例示する
図である。
【発明を実施するための形態】
【００６１】
［実施形態の詳細な説明］
　第１の実施形態によるセンシングシステム２０が、ブロック図の形式で図１に示される
。センシングシステム２０は、患者支持装置(patient support apparatus)（ベッド、ス
トレッチャー、寝台(cot)、リクライニング装置、手術台(operating room table）、また
は他の患者支持装置）上に位置可能な患者に関する１つ以上のパラメータを検知するため
に用いられる。多くの実施形態において、センシングシステム２０は、表面に対し患者が
及ぼす圧力を検出する。圧力の検出は複数の目的に用いることができ、この複数の目的は
、患者の圧力潰瘍(pressure ulcer)の処置および／または予防を含むがこれらに限らない
。下記に詳細に述べるように、他の用途も可能である。
【００６２】
　図１に示す実施形態では、センシングシステム２０は、センサアレイ２２、コントロー
ラ２４、およびユーザインタフェース２６を含む。センサアレイ２２は、マットレス（ま
たは他の種類の患者支持表面）の上に位置するよう構成されたフレキシブルマットに組み
込むことができる。マット上にシートまたは他の素材が配置されてもよく、患者がマット
の全体または一部の上に座るか、横たわるか、または他の態様で休む(rest)ときに、患者
がマットに及ぼす圧力が、組み込まれたセンサアレイ２２によって検出される。他の実施
形態では、マットは他の構造（枕、患者位置決め装置(patient positioner)、床、病院の
ベッドから分離した備品、または他のなんらかの物体）の上に位置してもよい。センサア
レイの様々な例示的構成の詳細は、以下においてより詳しく論じる。
【００６３】
　コントローラ２４は、当業者に既知の、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、
システムズ・オン・ア・チップ（ＳｏＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ、特
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定アプリケーション用集積回路（ＡＳＩＣ）、任意の種類のプログラマブルロジックデバ
イス（ＰＬＤ）、離散論理回路、または任意の他の電子的構造または本明細書において論
じられるアルゴリズムを実行可能な電子構造の組合せのうち１つ以上を含んでもよい。そ
のようなアルゴリズムは、ソフトウェア、ファームウェア、または専用ハードウェア、ま
たはこれらの任意の組合せにおいて実施可能である。コントローラ２４は、異なる物理的
地点に配置された複数の構成要素（第１の装置内に物理的に位置する１つ以上の構成要素
、第２の装置内に位置する１つ以上の追加の構成要素、および、場合によっては他の装置
内に位置する追加の構成要素を含む）を備えてもよい。たとえば、図２に示す実施形態で
は、コントローラ２４はセンサコントローラ構成要素およびユーザインタフェースコント
ローラ構成要素とを含む。これら２つの構成要素は、互いに異なる装置内または互いに分
離したハウジング内に配置されてもよいが、無線通信または１つ以上の通信ワイヤにより
互いに通信する。他の実施形態では、コントローラ２４はその全体が単一の装置またはハ
ウジング内に配置されてもよい。コントローラ２４の構造、機能および構成に関する他の
詳細は以下に提供される。
【００６４】
　ユーザインタフェース２６は、介護者等のユーザが、センシングシステム２０の１つ以
上の態様を制御できるようにする。ユーザインタフェース２６は複数の異なる形式をとる
ことができる。一実施形態では、ユーザインタフェース２６は、ユーザがセンシングシス
テム２０を操作できるようにするためのキーパッドを含んでもよい。別の実施形態では、
ユーザインタフェース２６は、タッチスクリーン（介護者がタッチスクリーンディスプレ
イに提示された情報を視認するとともに、タッチスクリーンの適切な場所を物理的に押す
ことにより制御命令および／またはデータを入力できるようにするもの）を含んでもよい
。他の実施形態では、非タッチスクリーンディスプレイ（介護者および／または患者にセ
ンシングシステム２０についての情報を表示するもの）が提供されてもよい。このような
ディスプレイスクリーンは、任意の従来のディスプレイ技術（液晶ディスプレイ（ＬＣＤ
）、プラズマディスプレイ、ブラウン管、または任意の他の適切なディスプレイ技術、等
）を含んでもよい。
【００６５】
　図２は、コントローラ２４が２つの物理的に分離した構成要素（センサコントローラ２
８およびユーザインタフェースコントローラ３０）に分割される、センシングシステムの
別の実施形態を示す。さらに、図２の実施形態では、センサコントローラ２８を組み込む
かまたはセンサコントローラ２８に取り付けられるフレキシブルマット３２に、センサア
レイ２２が組み込まれている。センサコントローラ２８は、センサアレイ２２からの出力
を処理し、処理された結果をユーザインタフェース２６に転送する。ユーザインタフェー
スコントローラ３０は、図２に示す実施形態では、ディスプレイ３４と同じ物理的構造に
組み込まれている。ディスプレイ３４およびユーザインタフェースコントローラ２４は、
共に、ユーザインタフェース２６の全体または一部を形成する。しかしながら、ユーザイ
ンタフェースコントローラ３０はディスプレイ３４から物理的に分離されてもよいことが
当業者には理解される。また、ユーザインタフェース２６が、図２に示されない追加の構
造（たとえばキーパッド、または、スイッチ、ボタン、もしくは介護者がセンシングシス
テム２０の態様の１つ以上を制御できるようにする他の構造のうち、１つ以上）を含んで
もよいということも、当業者には理解される。さらに、図２ではフレキシブルマット３２
に物理的に取り付けられまたはフレキシブルマット３２に組み込まれたセンサコントロー
ラ２８を示しているが、センサコントローラ２８はフレキシブルマット３２から物理的に
分離していてもよいということも理解される（ユーザインタフェース２６に全体が組み込
まれてもよく、スタンドアローン構造でユーザインタフェース２６から全体が分離しても
よく、複数の構成要素に分割されてもよい）。
【００６６】
　コントローラ２４について、各コントローラ構成要素２８および３０は、当業者に既知
の、マイクロプロセッサ、システムズ・オン・ア・チップ（ＳｏＣ）、フィールドプログ
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ラマブルゲートアレイ、離散論理回路、または任意の他の電子的構造、または本明細書に
おいて論じられるアルゴリズムを実行可能な電子的構造の組合せのうち１つ以上を含んで
もよい。そのようなアルゴリズムは、ソフトウェア、ファームウェア、または専用ハード
ウェア、またはこれらの任意の組合せにおいて実施可能である。
【００６７】
　図３は、センシングシステム２０のさらに別の実施形態のブロック図を示す。図３のセ
ンシングシステム２０は、単一のコントローラ２４と通信する複数のセンサアレイ２２を
含むという点において、図１および図２に示す実施形態とは異なっている。本実施形態に
おいて、コントローラ２４と通信するセンサアレイ２２の総数は、２つのセンサアレイか
ら任意の数ｎまで変化し得る。複数のセンサアレイ２２は、すべてが単一の患者支持装置
（ベッド、寝台、ストレッチャー、等）上に位置してもよく、それらのうち１つ以上が他
の患者支持構造（リクライニング装置、手術台、等）上に位置してもよく、さらに他の構
造（床等）上に位置してもよい。２つ以上のセンサアレイ２２が単一の支持構造上に位置
する場合、複数のセンサが共通の構造（マットレスまたは他の患者支持表面）に固着され
てもよく、異なる構造に固着されてもよい（たとえば、１つ以上が枕、患者位置決め装置
、フットボード、ヘッドボード、サイドレール、および／または患者支持表面に固着され
る）。別の例として、複数のアレイ２２がリクライニング装置上で用いられる場合、アレ
イの１つがリクライニング装置のバックレスト部に位置してもよく、別の１つがリクライ
ニング装置のシートレスト部に位置してもよく、さらに別のアレイ２２がリクライニング
装置のフットレスト部に位置してもよい。
【００６８】
　図３では、単一かつ共通のコントローラ２４と通信する複数のセンサアレイ２２を示し
ているが、他の実施形態におけるように、図３のコントローラ２２は複数の独立した構成
要素に分割してもよいということが理解される。したがって、たとえば、図３の実施形態
の各センサアレイ２２が、別のコントローラ構成要素と会話するセンサコントローラ構成
要素２８（これら２つ以上のコントローラ構成要素が共にコントローラ２４を作る）を含
んでもよい。複数のユーザインタフェース２６を用いてもよい（ただし、いくつかの実施
形態では、複数のセンサアレイ２６にわたる制御を可能にする単一のユーザインタフェー
スがより好ましいかもしれない）。
【００６９】
　図４は、センシングシステム２０の別の実施形態と、患者支持装置３６（このセンシン
グシステム２０がこの患者支持装置３６と共に使用可能なもの）とのより詳細な概略を提
供する。図４の実施形態では、患者支持装置３６上に支持されたマットレス３８（または
他の支持表面）上にフィットするよう形作られるフレキシブルマット３２に、センサアレ
イ２２が組み込まれている。フレキシブルマット３２は、マットレス３８上にフィットす
るマットレスカバーに一体化されてもよく、マットレスカバーの上に位置する別個の構造
であってもよい。図４に示す実施形態では、フレキシブルシート３２は、従来のフィット
するシートと同様の方法で物理的に形作られてもよい。すなわち、マットレス３８の両サ
イド４２の全体または一部にわたってフィットする側部４０を含んでもよい。可撓性の帯
、引き紐、ベルクロ（Velcro（登録商標）；フックアンドループファスナ）、または他の
種類の構造を用いて、フレキシブルマット３２をマットレス３８に固定してもよい。この
ような構造は、フレキシブルマット３２の上表面４４を、フレキシブルマット３２のいか
なる部分も互いに折り重ならず塊にならないよう、概してスムーズな状態に維持する支援
もする。これは、マット３２が折り重なり塊になった場合に起こるかもしれない検知エラ
ーを回避するのに役立つ。
【００７０】
　図４の実施形態では、コントローラ２４が、センサコントローラ２８と、タブレット４
４内に組み込まれるユーザインタフェースコントローラ３０とに分離されている。センサ
コントローラ２８は図４では、電子制御モジュール(electronic control module)を表す
「ＥＤＭ」とラベル付けされている。センサコントローラ２８は、フレキシブルマット３



(20) JP 2014-515628 A 2014.7.3

10

20

30

40

50

２の側部４０に取り付けられまたはその内部に組み込まれて示されているが、センサコン
トローラ２８は他の場所に位置してもよいことが理解される。さらに、望ましい場合には
、上記のように、センサコントローラ２８とユーザインタフェースコントローラ３０とが
単一の物理的な場所に一体化されてもよい。
【００７１】
　図４のセンサコントローラ２８は、タブレット４４内に位置するユーザインタフェース
コントローラ３０と、有線通信ライン４６によって通信する。図４に示すように、有線通
信ライン４６は、１０／１００メガビット／秒のイーサネットケーブルを備える。しかし
ながら、他の種類の通信ラインを用いてもよいことが、当業者には理解される（他の種類
のイーサネット標準規格および／またはスピード、まったく異なる通信プロトコル（コン
トローラエリアネットワーク、ファイアワイア(Firewire)、ローカルオペレーティングネ
ットワーク（ＬＯＮ）、様々なフィールドバス(various fieldbuses)、等）、シリアル通
信ライン、無線通信（ジグビー(Zigbee（登録商標）)または他のＩＥＥＥ８０２標準規格
に準拠したプロトコル）、他の種類の通信ライン、等）。通信ライン４６は、フレキシブ
ルマット３２とタブレット４４との間で双方向の通信を伝送する。このようにして、タブ
レット４４は、フレキシブルマット３２からデータを受信するだけでなく、タブレット４
４（またはフレキシブルマット３２に命令または制御信号を転送する他の手段）を介して
ユーザが命令を発行することもできる。
【００７２】
　図４に示す実施形態では、ディスプレイまたはディスプレイスクリーン４８を含むタブ
レット４４にユーザインタフェース２６が備わっている。ディスプレイスクリーン４８は
、ディスプレイスクリーン４８に対する介護者のタッチを検知し、スクリーン４８上で介
護者がタッチした位置と、介護者がスクリーン４８にタッチした時点でスクリーン４８に
表示されていた内容に依存して適切に応答する、タッチスクリーンであってもよい。タッ
チスクリーンタイプのディスプレイ４８に加えて、またはこれに代えて、介護者がデータ
または制御命令を入力できるようにするために、キー、ボタン、スイッチ、コンピュータ
マウス、他の入力装置、のうち１つ以上がタブレット４４に結合してもよい。
【００７３】
　図４のタブレット４４は、ブームアーム５２およびブラケット５４を含む基台５０上に
支持される。基台５０は患者支持装置３６に取り付けられるよう構成される。とくに、以
下に詳述するように、基台５０は患者支持装置３６に画定された従来のＩＶポール支持孔
のいずれかに取り付けられるように設計される。典型的には、従来の患者支持装置３６は
、患者支持装置３６の各コーナーにＩＶポール支持孔を含む。図５および図６は、２つの
異なるＩＶポール支持孔に取り付けられる１つの基台５０を示す。図５では、基台５０は
、患者支持装置３６の頭側端における第１コーナーに隣接して位置するＩＶポール支持孔
に取り付けられる。図６では、基台５０は、患者支持装置３６の足側端の第２のコーナー
に隣接して位置するＩＶポール支持孔に取り付けられる。図５および図６の双方において
、ＩＶポール５６が患者支持装置３６に取り付けられて示される。より詳細に後述するが
、基台５０は、自身と、従来のＩＶポールとを、同じＩＶポール支持孔において支持する
よう構成されてもよい。このようにして、図５に示すように、基台５０およびＩＶポール
５６を、１つの患者支持装置の同じＩＶポール支持孔に同時に取り付けてもよい。
【００７４】
　ユーザインタフェースコントローラ３０に加えて、タブレット４４も、以下の特徴のう
ち１つ以上を含んでもよい。
　‐ディスプレイスクリーン
　‐１つ以上の発光ダイオード（ＬＥＤ）
　‐フラッシュメモリカードスロット（コンパクトフラッシュ（登録商標）、セキュアデ
ジタル（ＳＤ）、メモリスティック、ｘＤ、マルチメディアカード（ＭＭＣ）、等）等の
リムーバブルメモリ、または任意の他の種類のリムーバブルメモリ
　‐データプロセッサ
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　‐ハードリセットボタン
　‐バーコードまたは他の種類の光リーダ
　‐スピーカーおよび／またはブザー
　‐電力およびデータコネクタ
　‐旋回可能かつ傾斜可能なブラケット
　‐電源供給停止時または患者輸送中にバックアップ電力を供給する１つ以上のバッテリ
　‐タブレット４４と、物理的に離れた装置との間の無線通信を可能にする無線通信送受
信機（たとえば病院通信ネットワークであるが、これに限らない）
【００７５】
　無線通信送受信機とともに構成される場合には、センシングシステム２０から収集され
た情報が、病院（またはそのような情報を利用できる他の医療施設）内の１つ以上の他の
エンティティに転送可能となるように、タブレット４４は病院ネットワークと通信しても
よい。たとえば、以下に詳述するように、センシングシステム２０は、センシングシステ
ム２０がどのように設計されたかおよびユーザがセンシングシステム２０の様々なセッテ
ィングをどのように設定したかに依存して、様々な警報を生成するよう設定されてもよい
。そのような警報は、医療施設のナースコールシステムへと転送されることが望ましい場
合がある。タブレット４４から病院通信ネットワークへ無線で警報を送信することによっ
て、ナースコールシステムに関連付けられたサーバまたは他のコンピュータ装置は、警報
を検出し、ナースコールシステムによって指示される方法で適切な介護者に転送できる。
このように、システム２０は、警報状態を患者の介護者に転送するためのナースコールシ
ステムに接続可能である。
【００７６】
　別の例として、システム２０は、病院ネットワークと通信する電子医療記録(electroni
c medical records)（ＥＭＲ）サーバまたは他の装置がピックアップする病院ネットワー
クに情報を転送してもよい。電子医療記録サーバは、タブレット４４が送信するデータを
取得し、特定の患者の電子医療記録に記憶し、これによって、記録作業を省略するととも
に、潜在的な医療の転記の過誤をなくす。タブレット４４は、ナースコールシステムおよ
び電子医療システムと通信する他に、病院ネットワークと通信可能に結合した他のシステ
ムまたはサブシステムと通信してもよい。
【００７７】
　タブレット４４は、病院通信ネットワークに信号を送信することに加え、タブレット４
４は、通信ネットワークから、様々な信号源に発する信号を受信してもよい。たとえば、
タブレットにスピーカーおよびマイクが含まれている場合には、音声パケットの無線伝送
を用いて、隔たった場所の介護者と患者との間の音声による通信を実現してもよい。別の
例として、現在センシングシステム２０とともに用いられている患者支持装置をどの患者
が占有しているかをタブレット４４が知ることができるように、患者情報を記憶する病院
の既存の入院・退院・転院システム（Admission, Discharge, and Transfer (ADT) syste
m）が、名前および他の適切な情報をタブレット４４に伝達してもよい。この場合、タブ
レット４４は、この情報を介護者に表示してもよく、タブレット４４によってＥＭＲシス
テムに伝送される医療記録情報を特定の患者に関連付けるためにこの情報を用いてもよく
、その両方を行ってもよい。
【００７８】
　ここまで、センシングシステム２０における無線送受信機の使用を、タブレット４４に
一体化されたものとして論じてきたが、無線送受信機は任意の望ましい場所に位置するこ
とができるということが当業者には理解される。さらに、無線通信が行われる具体的な態
様は可変であることが理解される。たとえば、無線通信は、様々なＩＥＥＥ８０２．１１
標準規格（８０２．１１（ａ）、（ｂ）、（ｇ）、（２００７）、（ｎ））のうち任意の
ものに従って、または他の任意の種類の無線通信標準規格に従って行うことができる。病
院ネットワークは、イーサネットまたは他の種類のネットワークであってもよく、センシ
ングシステム２０の無線送受信機は、病院内に位置する１つ以上の無線アクセスポイント
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と通信してもよい。
【００７９】
　また、少なくともいくつかの実施形態では、センシングシステム２０は１つ以上の有線
接続を用いて病院ネットワークに情報を伝達してもよいということも理解される。そのよ
うな有線接続は、既存のナースコールケーブルを利用できる可能性があり、または、患者
室内に位置する医療装置ハブ（たとえば、ミズーリ州カンザス市のCerner Corporationに
よって市販されるケアアウェア接続エンジン（CareAware Connectivity Engine)）への有
線接続を利用できる可能性がある。さらに他の種類の有線接続を用いてもよい。
【００８０】
　電力は、センシングシステム２０に任意の適切な方法で供給され得る。図４に示す実施
形態では、従来の電力コンセントに差し込まれる電源コード５８が含まれている。電源コ
ード５８は変圧器６０に接続される。変圧器６０は、交流のコンセント電力を、センサア
レイ２２およびタブレット４４の双方に適合した電圧の直流電流に変換する。このような
直流電力は、センサアレイ２２およびタブレット４４に、それぞれワイヤ６２および６４
を介して搬送される。代替的な実施形態では、センシングシステム２０は患者支持装置３
６上の電源に直接タップすることにより電源を引き出すよう構成されてもよい。さらに、
少なくとも１つの実施形態において、センシングシステム２０は、患者支持装置３６上に
位置する誘導式電力伝達装置（患者支持装置３６のフレームからセンシングシステム２０
へと（いくつかのケースではマットレスへと）誘導的に電力を伝達するもの）を介して患
者支持装置３６から電力を受け取ってもよい。このようなシステムの１つの例は、出願人
Guy Lemire他により２０１１年１１月１５日に出願され、本願と同一人に譲渡され、「PA
TIENT SUPPORT WITH WIRELESS DATA AND/OR ENERGY TRANSFER」と題する、同時継続中の
米国特許出願第１３／２９６６５６号明細書（その全開示内容が参照により本明細書に援
用される）に開示されている。さらに、患者支持装置３６自身が、壁または床に取り付け
られた誘導式伝達ステーション（その例もまた上記米国特許出願第１３／２９６６５６号
明細書に開示されており、本明細書に援用される）から電力を誘導的に受け取ってもよい
。コンセントからの電力が利用できない時間中（患者支持装置３６の移動等）または他の
時間に、電力を提供するためにタブレット４４内にバッテリ６６が設けられてもよい。同
様に、望ましい場合には、コンセントからの電力が利用できない時間中に、フレキシブル
マット３２に電力を提供するために、１つ以上のバッテリが設けられてもよい。
【００８１】
　図４に示す実施形態では、タブレット４４は、患者支持装置３６に位置する患者支持ロ
ケータ装置６８と通信してもよい。このような通信は、装置６８をテーブル４４に接続す
る通信ライン７２を介して発生し得る。タブレット４４の、ロケータ装置６８との通信は
、任意選択の機能である（タブレット４４の設計された能力の一部であってもよく、そう
でなくともよい）。患者支持ロケータ装置６８は、患者支持装置３６のロケーション（部
屋番号等）を決定するために利用可能ないかなる種類の装置であってもよい。複数の患者
支持装置３６が単一の病室に位置するいくつかの例では、ロケータ装置６８は、その患者
支持装置が現在その部屋のどのセクションに位置しているかを決定するよう設定されても
よい。
【００８２】
　一実施形態では、ロケータ装置６８は、本願と同一人に譲渡され、Becker他に対して発
行され、「LOCATION DETECTION SYSTEM FOR A PATIENT HANDLING DEVICE」と題する米国
特許第７５９８８５３号明細書（参照により、その全開示内容が明示的に本明細書に援用
される）に記載される態様のいずれかで構成されてもよい。ロケータ装置６８は、固定場
所に（たとえば壁、天井、または他の移動しない場所に）取り付けられた静止ロケータ装
置７０と通信する。静止ロケータ装置７０は、各装置７０に固有の信号であって、かつ装
置６８が装置７０と比較的接近した近傍にあるときに装置６８が検出可能な信号を送信す
る。一意の静止装置７０それぞれが病院または他の施設内に配置された位置のリストを記
憶して、装置６８が検出する一意の信号（装置７０から送信されたもの）を、各特定の装
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置７０に対する特定の場所を識別する記憶されたリストと関連付けることにより、装置６
８（およびこれが物理的に結合している患者支持装置３６）のロケーションを決定するこ
とができる。このような関連付けは、装置６８（またはタブレット４４、または患者支持
装置３６上に位置する他の回路）に含まれる電子回路により、または、患者支持装置３６
から隔たった位置にある回路により、実行されてもよい。患者支持装置３６から隔たった
位置で実行される場合には、タブレット４４は、患者支持ロケータ装置６８が検出する一
意のコードまたは信号を、コンピュータ、サーバまたは他のリモート構成要素に無線で伝
送してもよく、このコンピュータ、サーバまたは他のリモート構成要素は、その後、静止
装置７０のロケーションの記憶されたリストを参照することにより、患者支持装置３６が
どこに配置されているかを決定する。
【００８３】
　ベッドロケータ装置６８が患者支持装置３６のロケーションを決定する厳密な態様に関
わらず、センシングシステム２０は、このロケーション情報を複数の用途に使用してもよ
い。患者支持装置の実際の部屋ロケーションか、その実際の部屋ロケーションをリモート
装置が決定できるようにするのに十分な情報を知ることにより、タブレット４４は、この
情報を、警報を発するときに含めることができる。上述のように、そのような警報は、Ｗ
ｉＦｉ接続または他の任意の無線通信プロトコルを介して無線で発されてもよい。部屋ロ
ケーション（またはリモートの電子的構成要素が部屋ロケーションを決定できるようにす
るのに十分な情報）を警報に含めることにより、介護者への警報メッセージの最終的な伝
達は、警報を発しているセンシングシステム２０のロケーションを含むことができる。
【００８４】
　タブレット４４もまた、データを電子医療記録（または電子医療記録にデータを転送す
るシステムまたは中間装置）に伝送するときに部屋ロケーションデータを用いてもよい。
部屋ロケーションデータの伝送は、伝送されたデータを特定の患者に関連付けるために、
電子医療記録システムによって用いられてもよい。これに加えて、またはこれに代えて、
部屋ロケーションデータの伝送は、伝送されたデータが正しい患者の電子医療記録に入力
されることを確実にするクロスチェックとして、電子医療記録システムによって用いられ
てもよい。たとえば、タブレット４４が、医療データと、自身のロケーションを部屋３４
４６であると識別するロケーション情報とを伝送する場合には、電子医療記録システムは
、特定の患者とその患者の部屋番号とを関連付ける１つ以上の別個のデータベース（たと
えば入院・退院・転院（ＡＤＴ）データベースであるが、これに限らない）をチェックし
、その部屋番号が部屋３４４６と一致しない場合には、適切な病院の人員にエラー信号が
伝達されてもよい。
【００８５】
　タブレット４４もまた、タブレット４４が用いるおよび／または表示する関連する患者
データの全体またはいずれかが自動的にタブレット４４のメモリを占めるようにするため
に、部屋ロケーションデータを用いてもよい。たとえば、タブレット４４がその部屋ロケ
ーションを知ると（または、その部屋ロケーションを決定するのに十分な情報を知ると）
、タブレット４４はその情報をコンピュータ、サーバまたは他のリモート装置に伝送して
もよい。これに応じ、コンピュータ、サーバまたは他のリモート装置は、患者支持装置３
６を現在占有している特定の患者が誰であるかを示すデータを、無線でタブレット４４に
伝送する。タブレット４４は、その後、介護者がこの患者情報にアクセスできるように、
この情報の全体または一部をディスプレイスクリーン４８に表示してもよい。これはまた
、患者データを手動でタブレット４４に入力する必要から介護者を解放する。タブレット
４４に伝送される患者情報は、関連する患者情報を含んでもよい。関連する患者情報は、
患者の名前だけでなく、タブレット４４に表示することが望ましいかもしれない（または
タブレット４４および／またはセンシングシステム２０によって実行される動作と組み合
わせて他の態様で用いられることが望ましいかもしれない）、その患者についての任意か
つすべての医療情報を含む。
【００８６】
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　タブレット４４から介護者に警報が転送される態様と、患者データおよび／または他の
データがタブレット４４へおよびタブレット４４から伝達される態様とは、可変である。
図８は、病院のコンピュータネットワークの配置の一例のシステム図と、これにセンシン
グシステム２０が統合され得る態様とを示す。より詳細には、図８は、センシングシステ
ム２０が病院の通信システムに統合される２つの異なる態様を示す。第１の態様では、タ
ブレット４４は、病院のコンピュータネットワーク７４と無線で直接的に通信する。この
ような通信は、病院中に位置する１つ以上の無線アクセスポイント（図示せず）を介して
行われる。第２の態様では、通信は室内ハブ装置７８に差し込まれるシリアルケーブル７
６を介して行われる。上述のように、このような室内ハブ装置７８の一つは、ミズーリ州
カンザス市のCerner Corporationによって市販されるケアアウェア接続エンジンである。
さらに他の種類の装置を用いてもよい。室内ハブ装置７８は、室内に位置する１つ以上の
他の医療装置からデータケーブルを受け取るハブとして作用してもよい。ハブ装置７８は
、接続された装置のそれぞれからデータを取得し、これを病院ネットワーク７４上の適切
なリモートコンピュータ（複数可）および／またはサーバ（複数可）に転送する。
【００８７】
　病院ネットワーク７４は、それぞれが特定の機能を実行する複数のサーバと通信しても
よい。たとえば、病院ネットワーク７４は、室内ハブ装置サーバ８０、医療電子記録サー
バ８２、ワークフローサーバ８４、タブレットサーバ８６、モバイル通信サーバ８８、入
院・退院・転院（ＡＤＴ）サーバ９０、および／または、ナースコールサーバ９２と通信
してもよい。室内ハブ装置サーバ８０、医療電子記録サーバ８２、ワークフローサーバ８
４、モバイル通信サーバ８８、ＡＤＴサーバ９０、およびナースコールサーバ９２は、従
来のサーバであってもよく、他にすでに病院または他の健康管理施設の情報技術インフラ
ストラクチャーの一部となっているサーバであってもよい。
【００８８】
　室内ハブ装置サーバ８０は、１つ以上の室内ハブ装置７８から病院ネットワークを介し
て伝送される情報を処理しルーティングするために機能してもよい。ＥＭＲサーバ８２は
、患者の電子医療記録からの情報を、病院のコンピュータネットワークと通信する任意の
適切な装置に行き渡らせるための、そして、ネットワーク７４上でＥＭＲサーバ８２に転
送される情報（患者の電子医療記録に記憶すべきもの）を、受信し記憶するための、電子
ゲートウェイとして作用してもよい。ワークフローサーバ８４は、介護者のアサインメン
ト、シフトおよび介護者に関連する他のタスクを監督してもよい。
【００８９】
　タブレットサーバ８６は、病院中に位置する１つ以上のタブレット４４から送信される
情報を受信し処理するために含まれてもよい。含まれる場合には、タブレットサーバ８６
は、１つ以上のタブレット４４から受信した情報を、コンピュータネットワーク７４と通
信する任意の他のサーバまたは他の装置に転送してもよい。タブレットサーバ８６はまた
、コンピュータネットワーク７４と通信する任意のサーバまたは他の装置から受信する情
報を、１つ以上のタブレット４４に行き渡らせてもよい。代替的な実施形態では、タブレ
ット４４が１つ以上の非タブレットサーバと直接会話可能に構成され、それによってタブ
レットサーバ８６を不要としてもよい。
【００９０】
　モバイル通信サーバ８８は、任意の他のサーバ（タブレットサーバ８６および／または
タブレット４４を含む）からの情報を、介護者が保持する無線ポータブル通信装置に転送
し得るように、病院ネットワーク７４と通信してもよい。このような通信装置は、携帯情
報端末、ポケットベル(pager)、携帯電話、スマートフォン、ブラックベリー、コンピュ
ータタブレット、または他の同様の種類の装置を含んでもよい。センシングシステム２０
が警報を生じる状態を検出した場合には、タブレット４４はこの情報を、（無線接続また
は有線接続を介して）ネットワーク７４に伝達し、そこでタブレットサーバ８６がこの情
報をピックアップして、適切な人員に無線で転送するためにモバイル通信サーバ８８に転
送する。代替的に、いくつかの実施形態では、上記のように、タブレット４４はこの情報
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をモバイル通信サーバ８８に直接伝達してもよい。
【００９１】
　ＡＤＴシステムに記憶された患者情報が病院ネットワーク７４と通信する任意の装置（
１つ以上のタブレット４４を含むがこれに限定されない）に行き渡るように、ＡＤＴサー
バ９０もまた、病院ネットワーク７４と通信してもよい。さらに、望ましい場合には、１
つ以上のタブレット４４からネットワークに転送された情報が、病院の既存のナースコー
ルシステムを介して伝達可能となるように、ナースコールサーバ９２がネットワーク７４
と通信してもよい。
【００９２】
　図８に示すように、従来のナースコールケーブル９４が、患者支持装置３６および従来
のナースコールシステムとの間に結合してもよい。ナースコールケーブル９４は、患者支
持装置３６からのデータと、患者支持装置３６に位置し得るマイクからの音声信号とを伝
達する。少なくとも１つの実施形態において、タブレット４４はナースコールケーブル９
４を通信には使用しない。代わりに、上述のように、タブレット４４は、無線で、または
シリアルケーブルを介して通信してもよい。
【００９３】
　上述の、センシングシステム２０の記述は、いくつかの実施形態によるセンシングシス
テム２０の様々な構成要素の一般的な概要説明を提供した。これらの構成要素のいくつか
のより詳しい記述を以下に提供する。とくに、以下では、次の構成要素または態様のそれ
ぞれがより詳しく論じられる：フレキシブルマット３２、コントローラ２４、ユーザイン
タフェース２６、および追加のセンサ。
【００９４】
［フレキシブルマット３２］
　センサアレイ２２を組み込み可能なフレキシブルマット３２の一実施形態が、図７によ
り詳細に示される。フレキシブルマット３２は、一対の側部９８と、頭側端１００と、足
側端１０２と、上表面１０４とを含む。フレキシブルマット３２は、様々な種類の材料か
ら作成することができる。一実施形態では、フレキシブルマット３２は、従来の、マット
レス上に配置可能な、フィットするシートと同様の特性を有する材料から作成することが
できる。すなわち、フレキシブルマット３２は、下にあるマットレスの患者に対する感触
を実質的に変更しないように、柔軟かつ伸縮性のあるものとしてもよい。いくつかの実施
形態では、マット３２の材料のいずれも、結果として得られるＸ線画像の品質に干渉させ
ずに、マット３２と接触している間に患者についてＸ線が取得可能なように、フレキシブ
ルマット３２およびセンサアレイ２２がＸ線コンパチブルな材料で作成されてもよい。
【００９５】
　図７に示す実施形態では、フレキシブルマット３２は、患者支持装置３６上に引き紐１
０６によって位置するマットレスまたは他の種類の支持表面と解放可能に結合されるよう
構成される。引き紐１０６は、概して、マット３２の周囲の、側部９８、頭側端１００お
よび足側端１０２の、下側領域において、フレキシブルマット３２の材料の内部へと、お
よび、フレキシブルマット３２の材料から、延びる。フレキシブルマット３２における引
き紐１０６の位置は、マット３２がマットレス３８に結合されるときに、引き紐１０６が
マットレスの下面の下に位置するようになっている。このように、引き紐１０６が強く引
かれると、引き紐１０６が画定する周囲の長さがマットレスの周囲よりも小さい規模に縮
小され、これによって、引き紐１０６を弛めることなくフレキシブルマット３２がマット
レス３８から取り外されることを防止する。引き紐１０６が引き締められるとき、任意の
従来の手段（クランプ１０８または引き紐１０６に望ましい張力を維持する他の種類のロ
ック機構）によって引き紐１０６が引き締め状態に保持されてもよい。
【００９６】
　フレキシブルマット３２をマットレス３８に解放可能に固定するために、他の機構が用
いられてもよい。単なる一例として、マット３２に、適切な位置のベルクロ（Velcro；フ
ックアンドループファスナ）が組み込まれ、このベルクロが、マットレス３８、患者支持
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装置３６または他の構造上の対応する位置のベルクロに解放可能に付着してもよい。他の
実施形態では、フィットするシートに類似する可撓性の構造または可撓性の引き紐を用い
てもよい。いくつかの実施形態では、マット３２をマットレス３８に固定するのに用いら
れる機構が、上表面１０４のいかなる部分もしわになったり(creased)折り重なったり(fo
lded over)またはセンサアレイ２２によるデータ検知に干渉するかもしれない他の態様で
塊になったり(bunched up)しにくいように、マット３２に十分な張力を与える。
【００９７】
　センサアレイ２２は、図７に示す実施形態ではフレキシブルマット３２に組み込まれて
いる。センサアレイ２２は様々に異なる寸法を取り得る。一例として、センサアレイ２２
は、約５７インチの幅Ｗと、約７５インチの長さＬとを有してもよい。しかしながら、こ
れは多くの可能な寸法の組合せの単なる一例に過ぎず、異なる寸法の幅および長さを用い
てもよいということが当業者には理解される。図７の実施形態では、センサアレイ２２の
寸法は、実質的にマットレス３８の上表面のすべての位置でセンサアレイ２２が患者の圧
力を検出できる程度に、概して十分に大きい。すなわち、患者の身体または四肢が支持表
面の側部に沿って位置していても、支持表面の足側端または頭側端の近くに位置していて
も、これらのような極端な位置の中間に位置していても、それに関わらずセンサアレイ２
２が患者圧力を検出できるように、センサアレイ２２の寸法はマットレス３８の上表面の
寸法と概して一致する。これにより、患者が患者支持装置３６のマットレス３８上のどこ
に位置しているかに関わらず、センシングシステム２０は患者圧力を検出することができ
る。
【００９８】
　センサアレイ２２は図７に示す構成から変更してもよいということが当業者には理解さ
れる。たとえば、いくつかの実施形態では、センサアレイ２２がマットレス３８の上表面
の一部の上にのみ位置することが望ましいかもしれない。このように、いくつかの例では
センサアレイ２２は患者の身体の特定のエリアまたはゾーンをターゲットとしてもよい。
図７に示す実施形態では、センサアレイ２２は概して連続している。すなわち、個々のセ
ンサセル１１０の間に実質的な隙間はない。他の実施形態では、個々のセンサセルの間に
隙間が存在するようにセンサアレイ２２を構成してもよい。
【００９９】
　センサアレイ２２の構成は、様々な態様で実現可能である。少なくとも１つの実施形態
では、センサアレイ２２は、第１平面に位置する複数の「行」導電体と、別の平面に位置
する複数の「列」導電体と、第１平面および第２平面に挟まれた第３平面に位置する圧抵
抗材料の層とによって作成されてもよい。したがって、特定の行導電体と特定の列導電体
との間の電気抵抗は、これらに挟まれた圧抵抗材料の電気抵抗に依存する。この抵抗を測
定することにより、特定の行導電体と列導電体との交点において患者がフレキシブルマッ
ト３２の部分に及ぼす圧力を決定できる。これを行導電体と列導電体の交点のすべてにつ
いて測定することにより、センサアレイ３２によって画定される表面エリアの全体にわた
って、患者がマット３２に及ぼす圧力を決定することができる。さらに、各交点において
圧力を繰り返し測定することにより、ある時間インターバルにわたって患者がマット３２
に及ぼす圧力を決定することができる。後に詳述する様々な種類の分析のために、センサ
コントローラ２８、ユーザインタフェースコントローラ３０または他のなんらかの適切な
コントローラのうち１つと通信するメモリが、圧力読み取り値またはそのサブセットを記
憶してもよい。
【０１００】
　圧抵抗技術以外の種類の圧力検知技術を利用してもよいということが当業者には理解さ
れる。たとえば、少なくとも１つの実施形態において、センサアレイ２２は、患者圧力に
応じて電圧変化を生成する圧電材料の層を用いてもよい。さらなる代替として、センサア
レイ２２は、患者圧力に応じて容量を変化させる容量性センサから作成されてもよい。さ
らに他の実施形態では、センサアレイ２２においてさらに他の種類の患者圧力検知技術（
同一のアレイ２２内または同一のマット３２内における複数の異なる検知技術の組合せを
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含む）を用いてもよい。
【０１０１】
　一実施形態では、センサアレイ２２の物理的構成は、発明者Geoffrey L. Taylorにより
２００８年３月１５日に出願され、本願と同一人に譲渡され、「ADAPTIVE CUSHION METHO
D AND APPARATUS FOR MINIMIZING FORCE CONCENTRATIONS ON A HUMAN BODY」と題する、
同時継続中の米国特許出願第１２／０７５９３７号明細書（その全開示内容が参照により
本明細書に援用される）に開示されたものと同じであってもよい。さらに別の実施形態で
は、センサアレイ２２の構成は、発明者Geoffrey L. Taylorにより２００９年３月５日に
出願され、本願と同一人に譲渡され、「ELASTICALLY STRETCHABLE FABRIC FORCE SENSOR 
ARRAYS AND METHODS OF MAKING」と題する、同時継続中の米国特許出願第１２／３８０８
４５号明細書（その全開示内容が参照により本明細書に援用される）に開示されたものと
同じであってもよい。さらに他の実施形態では、センサアレイ２２の構成は、本願と同一
人に譲渡された、
　‐「PATIENT WEIGHING SYSTEM」と題する米国特許第７２８２６５４号明細書、
　‐「PATIENT WEIGHING APPARATUS」と題する米国特許第６３９６００４号明細書、
　‐「PATIENT WEIGHING APPARATUS」と題する米国特許第６１８０８９３号明細書、また
は
　‐発明者Peter Salgo他により２００８年５月２３日に出願された「SYSTEM AND METHOD
 FOR PATIENT MONITORING」と題する、米国特許出願第１２／１５４５５９号明細書
（これらの全開示内容が参照により本明細書に援用される）に開示されたもののうちいず
れかと同じであってもよい。さらに他の実施形態では、センサアレイ２２は、
　‐「NORMAL FORCE GRADIENT/SHEAR FORCE SENSORS AND METHOD OF MEASURING INTERNAL
 BIOLOGICAL TISSUE STRESS」と題する米国特許第７２０１０６３号明細書、
　‐「PRESSURE MEASUREMENT SENSOR WITH PIEZORESISTIVE THREAD LATTICE」と題する米
国特許第６５４３２９９号明細書、または
　‐「PIEZORESISTIVE FOOT PRESSURE MEASUREMENT METHOD AND APPARATUS」と題する米
国特許第６１５５１２０号明細書
（これらのすべての全開示内容が参照により本明細書に援用される）に開示されたセンシ
ングアレイのいずれかに従って構成されてもよい。さらに他の実施形態では、センサアレ
イ２２の構成は、これらの援用される引用文献のいずれかの、１つ以上の特徴を、単一の
アレイ２２に組み合わせてもよい。
【０１０２】
　センサアレイ２２のサイズは、マットレス３８の上表面の表面積より有意に小さい面積
をカバーするものから、マットレス３８の上表面の表面積より有意に大きい面積をカバー
するものまで変化し得る。たとえば、センサアレイ２２は、マットレス３８の上表面の一
部のみにわたって圧力測定を行うよう寸法が決められてもよい。他の実施形態では、患者
が付近の物体（患者支持装置３６の、フットボード、ヘッドボード、サイドレールまたは
他の部分）に及ぼす圧力をセンサアレイ２２が検出できるように、センサアレイ２２の面
積はマットレス３８の上表面より大きいものであってもよい。さらに、ある実施形態では
、異なるエリアから圧力読み取り値が取得できるように、複数の分離したセンサアレイ２
２が、１つ以上のフレキシブルマット３２に組み込まれてもよい。そのようなケースでは
、それらのフレキシブルマット３２は異なる複数の物体の周囲に位置してもよい。たとえ
ば、１つのマット３２がマットレス３８をカバーし、別のマット３２が枕をカバーし、そ
しておそらくは１つ以上の追加のマットが、患者を回転させるのを支援するために用いら
れる患者位置決め装置をカバーする。追加のセンサアレイ２２とともにさらに多くのマッ
ト３２を用いてもよい。
【０１０３】
［センサコントローラ２８］
　特定の患者支持装置３６と組み合わせて用いるセンサアレイ２２の数に関わらず、また
、センサアレイが１つ以上のフレキシブルマットに組み込まれているか否かに関わらず、
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センサアレイ内のセンサセル１１０からの出力はセンサコントローラ２８によって検出さ
れてもよい。センサコントローラ２８は、各センサセル１１０からの出力をスキャンする
よう構成されてもよい。すなわち、センサコントローラ２８は、各センサセルからの読み
取り値を順次取得するよう構成されてもよい。センサコントローラ２８が個々のセル１１
０からの出力を読み取る具体的な順序は可変である。いくつかの実施形態では、コントロ
ーラ２８は、コントローラ２８が２つ以上の圧力セルから同時に圧力読み取り値を取得で
きるようにする回路を含んでもよい（このようにすると、すべてのセル１１０からの読み
取り値を取得するのに必要な総時間を低減することができる）。
【０１０４】
　いくつかの実施形態では、センサコントローラ２８は、各センサセル１１０から測定値
を１秒間に複数回取得する（たとえば１～１０回／秒または他の頻度であるがこれに限定
されない）。他の実施形態では、センサコントローラ２８は、センサセル１１０のあるサ
ブセットの圧力測定値を、他のセンサセル１１０からなる１つ以上の他のサブセットとは
異なる１種類以上の頻度において取得する。たとえば、患者のバイタルサイン（たとえば
心拍数）を検出するためにセンシングシステム２０が用いられる場合には、センサコント
ローラ２８は、患者の胴付近のセンサセル１１０からは、他のセンサセル１１０から読み
取り値を取得する頻度よりも高い頻度で、読み取り値を取得するよう設定されるかもしれ
ない。このように、センサセルの読み取り値を取得する頻度は、センサアレイ２２の異な
る領域またはゾーンに対して調整可能である。さらに、後により詳しく論じるように、具
体的なゾーンまたは領域は、ユーザが設定可能な境界を有してもよく、システム２０が自
動的に設定できる境界であって患者が動くにつれ動的に変化する境界を有してもよい。さ
らに、システム２０は、特定のゾーンから読み取り値を取得する頻度を、そのゾーンが何
であるかに基づいて、患者の身体に対するそのゾーンの関係に基づいて、および／または
、任意の他の望ましい要因に基づいて、自動的に変更してもよい。
【０１０５】
　センサコントローラ２８は、様々な異なる態様のうち任意のもので個々の圧力セル１１
０からの圧力読み取り値を取得してもよい。センサアレイ２２が、圧力に応じて電気抵抗
が変化する圧抵抗材料で構成されている場合には、セル１１０内の電気抵抗レベルの変化
を検出できる任意の回路を用いることができる。そのような回路は、たとえば、電流の変
化、電圧の変化、容量性または誘導性の時定数の変化、または、セル１１０の電気抵抗の
変化によって既知の態様で影響を受ける任意の他の電気的特性を検出してもよい。この種
の回路は、当業者の技術の範囲内である。センサアレイ２２が圧抵抗材料以外の検知技術
（圧電、容量性または他の技術）を用いる場合には、センサコントローラ２８はさらに他
の種類の回路を用いて変化を検出してもよい。
【０１０６】
　測定された電気的特性（たとえば抵抗）を圧力読み取り値に変換する際に、センサコン
トローラ２８は、１つ以上の較正測定に依存してもよい。そのような較正測定は、任意の
態様で実行可能である。一例として、較正は、既知の重量および／または圧力をセンサア
レイ２２上に配置し、その重量および／または圧力から力成分を受けるセル１１０それぞ
れの読み取り値を検出することによって行われてもよい。その後、センサセル１１０から
の電気的読み取り値と圧力値とを関連付けて、較正値が将来の使用のために決定される。
圧力値は、任意の適切な単位で測定することができる（たとえば水銀柱のインチ、パルカ
ル、バール等であるがこれらに限定されない）。
【０１０７】
　センサアレイ２２の構成に依存して、センサアレイ２２および／またはフレキシブルマ
ット３２の寿命を通して、可変回の較正を繰り返してもよい。そのような較正が繰り返さ
れるか否かに関わらず、較正の結果は、センサコントローラ２８がアクセス可能なメモリ
に記憶されてもよい。その後、センサアレイ２２の使用中に、センサコントローラ２８は
メモリから較正値（１つまたは複数）を読み取り、生の電気的読み取り値を圧力に変換す
るのに用いることができる。一実施形態では、メモリは、センサコントローラ２８も収容
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する物理的ハウジング内に収容された不揮発性メモリであってもよい。たとえば、図４に
示すセンサコントローラ２８（「ＥＣＭ」とマークされている）とともにメモリが収容さ
れてもよい。このような値をここに記憶することにより、フレキシブルマット３２および
関連するセンサコントローラ２８は、ユーザインタフェースおよび／またはセンシングシ
ステム２０のいかなる他の構成要素も変更することなく、特定の患者支持装置に再配置す
ることができる。言い換えると、ＥＣＭは、いかなる分離されたまたは外部の構成要素に
も依存する必要なく、較正機能のすべてを実行可能であり、これによって、ユーザインタ
フェース２６および／またはユーザインタフェースコントローラ３０が較正処理への関与
から解放される。しかしながら、他の実施形態では、較正処理の１つ以上の態様がユーザ
インタフェースコントローラ３０（またはセンサコントローラ２８以外のなんらかのコン
トローラ）によって実行されてもよい。
【０１０８】
　いくつかの実施形態では、センシングシステム２０は、患者支持装置３６に一体化され
た１つ以上の重量センサからのデータを用いて、自動または半自動の較正処理を実行する
よう構成されてもよい。多くの従来の患者支持装置は、秤システム（荷重セルまたは他の
センサを含み得るものであって、患者支持装置が、患者支持装置３６上に位置する患者ま
たは他の物品の重量を決定できるようにするもの）を含む。センシングシステム２０は、
この重量データを受信し、これを用いて自動的に特定のセンサアレイ２２を較正するよう
構成されてもよい。センシングシステム２０がこの重量データを受信する態様は可変であ
る。たとえば、患者支持装置３６は、内部に組み込まれたデータポート（センシングシス
テム２０の１つ以上の構成要素と、患者支持装置の秤システムによる重量データ検知を出
力する患者支持装置３６の電気的インタフェースとの間に、データケーブルが接続できる
ようにするもの）を含んでもよい。このように、たとえば患者支持装置の支持表面の上に
１５０ポンドの重量が位置していることを患者支持装置３６の秤システムが示している場
合、このデータは、センシングシステム２０内のコントローラのうち１つが検知重量をセ
ンサセル読み取り値に関連付けられるよう、センシングシステム２０に伝達可能である。
重量データが伝達されるセンシングシステム２０の特定構成要素は可変であるが、センサ
コントローラ２８、ユーザインタフェースコントローラ３０または他の構成要素を含み得
る。
【０１０９】
　センシングシステム２０が患者支持装置３６からの重量データを較正目的に用いるよう
構成される場合には、センシングシステム２０はそのような較正を、適正な重量データが
ベッドから利用可能な任意の時点で自動的に実行してもよく、ある設定可能なインターバ
ル（たとえば毎日、毎週、毎月、新たな患者がシステムを使用するたび、等）で自動的に
実行してもよい。または、システム２０は、ユーザインタフェース２６上の特定のボタン
やアイコン等をユーザが押すことに応じてのみ自動較正を実行するよう構成されてもよい
。さらに別の実施形態では、システム２０は、自動的な定期的較正と、自動的較正を実行
するための手動で選択される時間とを可能にするよう構成されてもよい。
【０１１０】
　いくつかの実施形態では、センサコントローラ２８はフレキシブルマット３２から物理
的かつ取り外し可能に分離可能であってもよい。そのような実施形態では、フレキシブル
マット３２を清掃または廃棄する必要がある場合等には、センサコントローラ２８を取り
外して他のフレキシブルマットとともに用いることができる。これは交換マット３２の全
体的なコストを低減する。そのようなＥＣＭ２８の取り外し可能性は、様々な異なる態様
のうち任意のものにおいて達成可能である。一例として、フレキシブルマット３２の側部
４０（図４）または他の部分に、ポケット等が縫われてもよい。そして、センサコントロ
ーラ２８がポケットに物理的に挿入され、各センサセル１１０と電気的に通信する１本以
上のケーブルと電気的に結合してもよい。その場合、通信ライン４６および／または電力
ライン６２がセンサコントローラ２８に結合してもよい。
【０１１１】
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［検知される状態］
　センシングシステム２０は、センサアレイ２２からの出力を用いて、患者および／また
は患者支持装置３６に関する１つ以上の異なる状態を検出する。これらの状態のうち多く
のものについて、センサセル１１０から収集した圧力データに対して１つ以上のアルゴリ
ズムを実行することによって検知が実行される。これらのアルゴリズムの処理は、任意の
適切なコントローラで実行可能である。すなわち、この処理は、センサコントローラ２８
、ユーザインタフェースコントローラ３０、またはその双方によって実行されてもよく、
あるいは、その全体または一部がさらに他のコントローラによって実行されてもよい。セ
ンシングシステム２０が検知可能な様々な状態のいくつかを以下に詳述する。
【０１１２】
　一実施形態では、センシングシステム２０は、患者がフレキシブルマット３２（または
１つ以上のセンサアレイ２２を組み込んだ任意の他の構造）上に位置して起き上がった(s
it up)か否かを検出可能である。起き上がっている患者の検出は、センサアレイ２２の出
力を様々な態様で分析することによって達成可能である。たとえば、コントローラ（コン
トローラ２８、３０、その他、等）は、センサアレイ２２上で患者の圧力が及ぶ全面積の
変化を、センサアレイ２２によって検知される圧力の変化と組み合わせて探すことができ
る。したがって、単なる一例として、コントローラは、圧力が分布する面積の閾値減少（
患者が依然として接触している面積において圧力の大きさが、これに対応して増加するこ
とを伴うもの）を探すことができる。この状態は、典型的には、仰臥位(supine position
)（患者の重量が比較的大きい面積にわたって分布する姿勢）から、座位(sitting up pos
ition)（患者の重量が、たとえばたとえば患者の臀部(derriere)等の、より小さい面積に
わたって、ただし増加した大きさで、分布する姿勢）へと患者が移行するときに発生する
。他の実施形態では、圧力の大きさの変化を考慮に入れず、患者が接触するセンサアレイ
２２の全面積の変化のみを用いてもよい。さらに他の実施形態では、圧力が分布するエリ
アのサイズを考慮に入れず、圧力の大きさの変化のみを分析して患者が起き上がっている
と判定してもよい。
【０１１３】
　座位への移行を検出可能な、さらに他の態様を用いてもよい。そのような実施形態の１
つでは、コントローラは、圧力を受けているセンサアレイ２２の特定のゾーンにおける変
化を見てもよい。患者の重量の分布が特定のゾーン（たとえば患者の臀部(posterior)に
対応するゾーン）により集中するように変化した場合には、患者が起き上がったことを示
すものとしてこれを用いてもよい。ゾーンの用い方は後に詳述する。
【０１１４】
　センシングシステム２０のユーザは、患者が起き上がったときに警報を発すべきか否か
を決定することができる。これはユーザインタフェース２６を介して行える。警報が望ま
しくない場合には、その代わりに望ましければ、ユーザインタフェースは、患者が起き上
がったと判定された時刻を単に記録してもよい。この時刻は、後に介護者が見るためにユ
ーザインタフェース２６を介して検索することができる。さらに、ユーザが望む場合には
、ユーザは、ユーザインタフェース２６を利用して、起き上がり行為についての情報を、
タブレット４４内の無線通信または他の任意の適切な電子的接続を介して、電子医療記録
サーバまたはシステムに電子的に転送してもよい。システム２０はさらに、患者の座位へ
の移行の間（と、望ましい場合にはその前後と）に、センサアレイ２２が検知した圧力分
布を記録してもよく、これは後に見るためにタブレット４４に記憶してもよく、電子医療
記録に転送してもよい。
【０１１５】
　いくつかの実施形態では、センシングシステム２０は、患者が起き上がること（または
センシングシステム２０が検知し得る他の様々な状態）の検知に加えて、またはこれに代
えて、患者が受けている可能性のあるズレ圧力を検出するよう構成されてもよい。センシ
ングシステム２０は、センサセル１１０（センサセル１１０に対して向けられる垂直な力
成分（すなわち圧縮力）のみを直接的に測定するもの）等のセンサセルの出力を分析して
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ズレ圧力状態を検出してもよく、ズレ圧力を実際に測定する特化されたセンサを用いてズ
レ圧力を検出してもよい。
【０１１６】
　フレキシブルマット３２が、センサに対して作用する圧縮力を検出するセンサのみを含
む場合には、望ましくないズレ圧力の存在は、これらのセンサから複数の異なる態様で推
論可能である。一態様では、コントローラ２８またはコントローラ３０（または他のなん
らかのコントローラ）は、センサセル１１０の出力を分析し、行ったり来たりする比較的
軽い量の圧力を受けているセンサセル（またはそのようなセンサセルのグループ）を探す
。この行ったり来たりする圧力は、患者がその身体の一部を行ったり来たりと動かすこと
によって発生する。マットレス３８（または患者がその上で休んでいるその物体が他の何
であっても）に対する患者のこの行ったり来たりの動きは、結果として患者に対して作用
する望ましくないズレ力となり得る。このようなズレ力は、皮膚の破損(breakdown)また
は他の望ましくない結果につながり得る。
【０１１７】
　あるいは、フレキシブルマット３２が、センサに対して作用する圧縮力を検出するセン
サのみを含む場合には、望ましくないズレ圧力の存在は、マットレス３８の上表面の平面
と平行な１つ以上の方向に（すなわちマットレス３８上を右または左に、あるいは、マッ
トレス３８上を上または下に）、比較的ゆっくりかつ概して連続的に移動する比較的大き
い大きさの圧力の領域を探すことによっても、これらのセンサから推論可能である。この
ような動きはマットレス３８上のひきずる動き(dragging motion)を表すので、患者の身
体（またはその部分）のこのような動きもまた、望ましくないズレ圧力を生成し得る。こ
の圧力の大きさ、動きのレート、および動きの大きさの厳密な閾値（ズレ圧力警報をトリ
ガするもの）は、静的であってもよく、たとえば患者の重量および／またはサイズのよう
な事柄に依存して変化してもよい。また、これらは、圧力の大きさの変数、動きのレート
の変数、および動きの大きさの変数のうちいずれか１つの関数として変化してもよい。言
い換えると、圧力が動く領域における大きさがより大きい場合には、警報に必要な移動距
離および／または動きのスピードの閾値は減少してもよく、または他のように変化しても
よい。逆に、圧力が動く領域における大きさがより小さい場合には、警報に必要な移動距
離および／または動きのスピードの閾値は増加してもよく、または他のように変化しても
よい。
【０１１８】
　後にも詳細に論じるように、ズレ圧力警報を生成する閾値は、特定の患者に割り当てら
れたブレーデンスケール(Braden scale)に変更可能に基づいてもよい。ブレーデンスケー
ルは、患者に、その患者が圧力傷(pressure sore)を被るリスクレベルを示す数字を割り
当てる。特定の患者に対するブレーデンスケール数は、介護者がユーザインタフェース２
６を用いてシステム２０に入力してもよく、ＥＭＲまたは他の情報源から伝達されてもよ
く、タブレット４４の無線接続を介して無線で伝達されてもよく、他のなんらかの経路を
介して伝達されてもよい。システム２０は、この数を取得すると、これに応じて、圧力警
報（ズレ力警報だけでなく、圧縮力警報も含む）を生成する閾値を調整してもよい。この
ようにすると、たとえば、圧力傷のリスクがより高い患者は、圧力傷のリスクがより低い
患者よりも警報状態を生成しやすい。このようにして、現時点で患者支持装置３６を占有
している患者に、より個別に圧力警報を適合させることができる。
【０１１９】
　圧縮圧力センサを用いて望ましくないズレ状態を検出するための他の方法を用いてもよ
い。センシングシステム２０が、ズレ圧力を直接測定するズレ圧力センサ（これはフレキ
シブルマット３２に組み込まれてもよい）を有している場合、望ましくないズレ圧力状態
を判定するために必要な信号の分析は、より単純になる。
【０１２０】
　望ましくないズレ状態を検出するためにセンシングシステム２０が用いる方法に関わら
ず、センシングシステム２０は、介護者が望ましくない状況に気づくように警報を発して



(32) JP 2014-515628 A 2014.7.3

10

20

30

40

50

もよい。警報は、モバイル通信サーバ８８に転送するためにタブレット４４から病院ネッ
トワーク７４へと無線で伝送されてもよく、その後モバイル通信サーバ８８が警報を適切
な介護者のモバイル装置に転送する。代替的に、システム２０はローカルで（すなわち患
者支持装置３６の近くで）警報を発するよう構成されてもよい。このようなローカル警報
は、聴覚的、視覚的、または双方の組合せとすることができる。
【０１２１】
　望ましくないズレ状態の警報を発することに加え、センシングシステム２０は、センサ
セル１１０が検出した圧力変化を、後に再生するためまたは後に見るために記録してもよ
い。このデータは、また、電子医療記録に転送されてもよく、介護者が見るために隔たっ
た場所に転送されてもよい。
【０１２２】
　センサアレイ２２はまた、ベッド退出警報を発するために用いられてもよい。そのよう
に構成された場合、介護者は、ベッド退出警報能力を持たない患者支持装置３６を、ベッ
ド退出警報能力を持つ患者支持装置に変換することができる。または、すでにベッド退出
警報能力を持つ患者支持装置３６上でセンサアレイ２２を用いてもよい。このような二重
のベッド退出警報能力は、冗長性のために、または、センシングシステム２０が別のもし
くはより良いベッド退出検知能力を提供するかもしれないので、望ましい場合がある。
【０１２３】
　患者が患者支持装置３６から出て行くのを検出するよう構成された場合、センシングシ
ステム２０は、異なる種類の警報を提供してもよい。たとえば、一実施形態では、センサ
アレイ２２が患者圧力を検出しなくなった（すなわち患者が完全に患者支持装置３６の外
側にいる）ときのみ警報が発行されるかもしれない。別の実施形態では、患者がまだ患者
支持装置３６上にいるが、患者によるベッド退出行動の可能性が高いかもしれないことを
示す態様で圧力が変化したときに、警報を発してもよい。このような変化は、患者が、セ
ンサアレイ２２によって検出されつつ、患者支持装置の側部領域へと動くこと、他の領域
へと動くこと、または１つ以上の特定の態様で動くことを含んでもよい。ベッド退出警報
は、したがって、患者が実際に患者支持装置を出て行くより前に発行されてもよい。この
ような警報をトリガする、患者による動きのレベルまたは患者の動きの種類は、少なくと
も１つの実施形態では、介護者が設定してもよい。したがって、介護者は、患者支持装置
３６内の現在の患者のニーズ／状態に適合する望ましい監視レベルを提供するために、警
報をトリガするために必要な行動の閾値レベルを選択することができる。
【０１２４】
　センシングシステム２０は、患者がマットレス３８上でボトムアウト（bottom out）し
たか否かを検出するために用いられてもよい。ボトムアウトは、マットレス３８の上表面
の全体または一部が、マットレス３８の下側に存在する表面に実質的に達する程度にまで
患者によって圧縮されたときに発生する。言い換えると、ボトムアウトは、圧縮圧力が事
実上それ以上マットレスを押し潰せず、これがマットレス３８が患者に対して提供するク
ッション効果をすべて失わせている場合に発生する。ボトムアウトは、１つ以上のセルが
検出する力が閾値を超えたときに、または、センサセルのグループが集合的に閾値を超え
る圧力レベルを検出したときに、センサセル１１０によって検出可能である。いずれのケ
ースでも、閾値は、マットレス３６が作成された材料の種類、その厚さ、および／または
他の要因の関数であってもよい。このような情報は、マットレス３８と、センシングシス
テム２０の任意の電気的構成要素との間のデータ経路を介して、自動的にセンシングシス
テム２０に伝達されてもよい。そして、システム２０は、患者支持装置３６上で現在使用
されている具体的なマットレス３８に基づき、ボトムアウトを検出するために用いる基準
を調整してもよい。
【０１２５】
　「マットレス」という用語の、本明細書における使用は、従来のマットレス、流体袋(f
luid bladder)を含む患者支持表面、および／またはさらに他の種類の支持表面を参照す
るということが理解される。したがって、「マットレス３８」に対する参照は、流体が充
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填された構造と、従来のマットレスと、患者が患者支持装置３６上に位置する間にクッシ
ョン支持を提供する任意の他の種類の構造とを含む。本明細書に開示される実施形態のい
ずれかにおいて使用可能な、流体が充填された構造の一例は、出願人Patrick Lafleche他
により２０１１年２月７日に出願され、本願と同一人に譲渡され、「PATIENT/INVALID HA
NDLING SUPPORT」と題する、米国特許出願公開第２０１１／０３０１５１６号明細書（そ
の全開示内容が参照により本明細書に援用される）に開示されている。
【０１２６】
　さらに別の実施形態では、センシングシステム２０は、そのようなボトムアウトを検出
するための分離したセンサ（センサセル１１０以外のもの）を用いて患者のボトムアウト
を検出してもよい。さらに、いくつかの実施形態では、センシングシステム２０は、セン
サセル１１０と、ボトムアウトを検出するための他のセンサとの組合せを用いてもよい。
このような追加のセンサは、当業者に既知であろう様々な従来のセンサのいずれかであっ
てもよい。いくつかのケースでは、そのようなセンサはフレキシブルマット３２に直接的
に一体化されてもよい。他の実施形態では、そのようなセンサを他の場所に配置してもよ
い。そのようなセンサは、マットレス３８の下側に存在する支持部材の上表面と患者との
距離を測定することによって、または他の量を測定することによって、ボトムアウトを検
出してもよい。
【０１２７】
　いくつかの実施形態では、１つ以上の加速度計がフレキシブルマット３２に組み込まれ
てもよい。このような加速度計は、既知の向きで配置され、フレキシブルマット３２の１
つ以上の領域の角度を重力に対して決定できるようになっていてもよい。加速度計は、加
速度計の出力を読み取って処理するセンサコントローラ２８または他のコントローラと通
信可能に結合されてもよい。複数の加速度計が含まれる場合には、いくつかの加速度計に
よって異なる角度が計測可能なように、それらが互いに異なる向きに向けられてもよい。
加速度計が測定可能な角度の１つは、ベッド頭側角度(head of bed angle)（ＨＯＢ）と
して知られるものであってもよい。ＨＯＢは、概して、患者支持装置３６のファウラー部
(Fowler section)の傾きの角度を指す。人工呼吸器関連肺炎(ventilator associated pne
umonia)（これに対する患者の罹病性は、患者が平坦にまたは持ち上げられていない角度
で横たわる場合に増大する可能性がある）の発生の予防を助けるために、特定の状況にお
いてこの情報を監視することが望ましい場合がしばしばある。
【０１２８】
　ＨＯＢを監視する目的に関わらず、センシングシステム２０のユーザは、ＨＯＢがユー
ザ設定可能閾値未満に減少した場合またはこれがユーザ設定可能閾値を超えた場合に警報
を発するよう、システムを構成してもよい。ＨＯＢ角の履歴は、システム２０内にローカ
ルで記録し記憶してもよく、またはタブレット４４の無線接続もしくは別の接続を介して
病院にＥＭＲシステムに転送してもよい。センシングシステム２０が発する可能性のある
任意の警報について、警報はローカル（聴覚的、視覚的または双方）および／またはリモ
ートであってもよい。
【０１２９】
　患者が適切な量だけ回転したこと、および／または、十分な長さの時間だけ回転したこ
とを確認するために、加速度計を用いてもよい。いくつかの医療手順では、ある長さの時
間に対して少なくとも最小角度だけ患者を回転させることが望ましい。過去のシステムで
は、患者の回転の角度が仮定されていた。しかしながら、センシングシステム２０では、
回転の角度の実際の測定値を生成可能であり、これによって介護者（複数可）は、患者が
十分に回転したことを知る。この情報と、センサアレイ２２から生成された情報とは、ユ
ーザインタフェース２６のディスプレイスクリーン４８に表示可能である。記憶されても
よく、ＥＭＲに転送されてもよく、他の任意の望ましい態様で使用されてもよい。
【０１３０】
［圧力分布プロファイル］
　図９は、センシングシステム２０のユーザに対して情報を表示し得る態様の１つを示す
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。より詳しくは、図９は、センシングシステム２０と通信しまたはセンシングシステム２
０に一体化されたディスプレイ（たとえばタブレット４４のディスプレイスクリーン４８
等）に表示可能なスクリーンショットの例示である。図９の例では、圧力センサセル１１
０から収集したデータから生成された圧力分布プロファイル１１２を示す。圧力分布プロ
ファイル１１２は、センサアレイ２２が現在検出している圧力の位置および大きさをグラ
フィカルに示す。圧力の大きさはカラースケールで示してもよく、特定の各色が圧力の各
定義範囲を表す。赤の色調（複数）が望ましくない圧力のレベル（複数）を示してもよく
、他の色を用いてもよい。
【０１３１】
　図９の例では、患者がセンサアレイ２２（フレキシブルマット３２に組み込まれてもよ
い）上に横になっていることが、圧力分布プロファイル１１２から明らかである。１つ以
上のコントローラ（センシングシステム２０と一体化したものまたはセンシングシステム
２０と通信するもの）（たとえばセンサコントローラ２８またはユーザインタフェースコ
ントローラ３０）が、患者の身体の各部分がマットレス３８上のどこに配置されているか
をマッピングするために、圧力分布プロファイル（現在センサアレイ２２が検出している
もの、または以前にセンサアレイ２２が検出したもの）を分析するためにプログラムされ
てもよい。圧力読み取り値を身体の特定の各部分に関連付けることにより、センシングシ
ステム２０は介護者またはＥＭＲに追加の有用な情報を提供してもよい。
【０１３２】
　センシングシステム２０が圧力読み取り値を患者の身体の各部分に関連付けまたはマッ
ピングする態様は可変である。一実施形態では、センサアレイ２２が検出している圧力読
み取り値の形状を分析してこれからパターンを認識するためにプログラムされた、適切な
コントローラに、ソフトウェアまたはファームウェアが含まれてもよい。そのようなソフ
トウェアまたはファームウェアは、従来の画像認識ソフトウェアと同様のものであっても
よい。ソフトウェアまたはファームウェアは、圧力読み取り値の形状の分析と、読み取り
値の大きさとに基づき、身体のどの部分がどのセンサセル１１０に圧力を及ぼしているか
を決定することができる。この関連付けを作成するに際し、いくつかの実施形態では追加
のセンサを用いてもよい。たとえば、カメラが基台５０上または他の場所に位置してもよ
く、このカメラは場合によって患者のデジタル写真を撮影し、このデジタル写真は画像認
識ソフトウェアを用いて、患者支持装置３６上の患者の身体の場所を決定するために分析
される。このようなデジタル写真は、それら自身によって、患者の身体の位置をセンサセ
ル１１０にマッピングするために用いてもよく、あるいは、このようなデジタル写真は、
センサセル読み取り値の形状、パターン、動き、および／または大きさを分析するソフト
ウェアと組み合わせて用いてもよく、デジタル画像およびセンサセル読み取り値の双方が
患者の身体位置および／またはセンサセル１１０と相対する向きを決定するために用いて
もよい。
【０１３３】
　いくつかの実施形態では、センシングシステム２０は、患者の身体の境界（または仮定
される境界）を決定し、これを圧力分布プロファイル１１２の一部として表示するよう構
成されてもよい。境界線１１４（たとえば図９に示すもの）が、患者支持装置上における
患者の身体の計算された境界を示すディスプレイスクリーン４８上に表示されてもよい。
これは、圧力分布プロファイル１１２をどのように患者にマッピングするかを介護者に伝
達するのに有用かもしれない。他の実施形態では、患者の身体と検知された圧力との相関
を示す別の態様を用いてもよい。さらに他の実施形態では、患者の身体と圧力読み取り値
との間の相関を示す視覚的インジケーションはなくともよい。
【０１３４】
　患者の身体の位置および／または向きを決定することの多数の可能な用途の一つは、患
者の身体の位置および／または向きに基づく可能性のある警報を発するためのものである
。たとえば、何人かの患者について、様々な医療上の理由のいずれかのために、特定の側
に回転することを避けることが望ましい場合がある。システム２０は、患者支持装置３６
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上の患者の向きを決定することにより、患者が望ましくない向きに回転した場合に警報を
発してもよい。このような警報セッティングは、ユーザインタフェース２６を介して介護
者が設定してもよい。
【０１３５】
［ユーザインタフェース］
　図９～図２０は、様々な実施形態において、タブレット４４のディスプレイスクリーン
４８（またはセンシングシステム２０に関連付けられた別のスクリーン）に表示されても
よい例示的なスクリーンショット１１８ａ～１１８ｌまたはスクリーンレイアウトの例を
示す。図９～図２０のスクリーンショットは、主に、落下防止、傷（圧力潰瘍等）防止、
およびベッド頭側（ＨＯＢ）角度監視に関連するセンシングシステム２０の態様を示す。
いくつかの実施形態では、図９～図２０に示したもの以外に、ユーザインタフェース２６
を用いて追加の特徴を監視しおよび／または制御してもよい。他の実施形態では、センシ
ングシステム２０は、図９～図２０に示すものよりも限定された特徴を有してもよい。
【０１３６】
　図９～図２０のスクリーンショット１１８ａ～１１８ｌは、対話式のものであってもよ
い。すなわち、これらのスクリーンショットがタッチスクリーンディスプレイに表示され
た場合、それらに表示された画像の様々なものにタッチすることが、これに応じて、概し
てユーザの直感的な態様で、スクリーンを変化させる。介護者は、適切なメニュー、アイ
コンまたは他の画像に対して、スクリーンの適切なスポットにタッチすることにより、セ
ンシングシステム２０の様々なセッティングを制御可能である。タッチスクリーンユーザ
インタフェースを用いない場合には、これらのスクリーンショットを介するセンシングシ
ステム２０の制御は、代替的に、コンピュータマウス、トラックボール、ライトペン、キ
ーパッド、トラックパッド、または任意の他の適切な制御装置（ユーザがセンシングシス
テム２０の様々な特徴とインタフェースでき制御できるようにするもの）を用いて実行し
てもよい。
【０１３７】
　図９のスクリーンショット１１８ａでは、落下防止制御１２０、傷防止制御１２２、Ｈ
ＯＢ角度制御１２４が示されている。スクリーンの底辺に沿って、ステータス制御１２６
、タイムライン制御１２８、および警報制御１３０を含む追加の制御が示されている。図
９のスクリーンショット１１８ａには、新患者制御１３２、ベッド外制御１３４、スクリ
ーンオフ制御１３６、スナップショット制御１３８、ズーム制御１４０、および患者回転
制御１４２を含む、追加のアイコン、画像、ウィンドウまたは他の種類の制御が含まれる
。これらの制御のそれぞれは、ユーザがそれらにタッチすることに応答する（それらがタ
ッチスクリーンに表示されている場合）か、非タッチスクリーンを用いる場合には同等の
態様で応答する。言い換えると、これらの画像を表示するために非タッチスクリーンを用
いる場合、それらは、コンピュータマウスがそれらをクリックすることに応答する（たと
えば、ユーザがタッチスクリーン上でそれらを押した場合に応答するのと同じ態様で）。
以下での説明のために、スクリーンショット１１８ａ～１１８ｌの様々な制御１２０～１
４２は、タッチスクリーンに関して記述される。しかしながら、記述されるコンセプトお
よび制御機能はタッチスクリーンに限定されず、他の種類のユーザインタフェース制御機
構を用いて実装可能であるということが理解される。さらに、これらのスクリーンショッ
ト１１８ａ～１１８ｌに示すレイアウトおよびそれらがユーザ入力に応答する態様は、示
すものから変更されてもよいということが理解される。
【０１３８】
　落下防止制御１２０を選択することにより、ユーザはセンシングシステム２０のベッド
退出警報能力を制御できる。患者が落下するリスクが高いとき、介護者は制御１２０を選
択できる。制御１２０を押す（またはそれ以外の方法で選択する）たびに、これに応じて
、落下防止制御１２０に対応する画像は変化し、センシングシステム２０がベッド退出警
報を発するための基準が変化する。このようにして、スクリーンショット１１８ａでは、
「高リスク」落下防止セッティングが選択されている。このセッティングでは、指定され
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た種類の患者の動きの比較的最小の量が発生したときに、システム２０は、センサアレイ
２２によって検出されるとおりのベッド退出警報を発する。ユーザが制御１２０を再び押
すと、リスクレベルは他のリスクレベル（たとえば、「中間」「低」「オフ」等）に変化
する。センシングシステム２０は、これらの変化に、ベッド退出警報を発させる基準を変
更することによって応答する。概して、傷防止制御１２２およびＨＯＢ制御１２４は、同
様の態様で機能する。すなわち、介護者は、これらのボタンを選択することにより、傷防
止基準またはベッド角度基準のＨＯＢにそれぞれ関する警報を起こす基準を変更すること
ができる。
【０１３９】
　落下防止、傷防止、およびＨＯＢ制御のいずれかを選択するときにユーザが選択可能な
セッティングの種類の一例を、図１３のスクリーンショット１１８ｅに示す。図示される
実施形態では、落下防止制御１２０は、３つの異なるセッティング（ベッド退出警報がオ
フとなる「無効」セッティング、患者の動きが、ベッド退出の可能性が高いことについて
のシステム２０の基準を満たしたときにのみベッド退出警報を発する「低リスク」セッテ
ィング、システム２０のベッド退出の可能性が高いことについての別の基準を患者の動き
が満たしたときにベッド退出警報を発する「高リスク」セッティング（「高リスク」セッ
ティングは、「低リスク」セッティングよりも早く警報を発させる））から介護者が選択
することのみを許容するか、または他の方法で、落下のリスクが高い患者に対するより適
切な警報を提供する。
【０１４０】
　傷防止制御に関して、図１３のスクリーンショット１１８ｅは、介護者が「低リスク」
アイコン１４４または「高リスク」アイコン１４６を用いてリスクのレベルをセットする
ことができるということを示す。介護者はまた、どの程度頻繁に患者を回転させる（これ
は、床ずれまたは他の種類の傷の形成および／または悪化の防止を助ける技術の一つであ
る）べきかを選択できる。傷防止制御についてのセッティングは、さらに、「回避姿勢」
アイコン１４８ａ～１４８ｃの集合を含む。「回避姿勢」アイコン１４８ａ～１４８ｃの
１つ以上が選択されると、これらは、患者がこれらの望ましくない姿勢に移行した場合に
、システム２０から警報を発生させる。ボタン１４８ａは右側を下にして横たわる人物に
対応し、ボタン１４８ｂは背中を下にして平坦に横たわる患者に対応し、ボタン１４８ｃ
は左側を下にして横たわる人物に対応する。追加の、または、より少ない数の、姿勢ボタ
ンが含まれてもよい。患者がこれらの姿勢に移行することに基づいていかなる警報も発生
されないように、「回避姿勢」セッティングをオフにするために、「オフ」ボタン１５０
も含まれている。図１３の図１１８ｅに示す傷防止制御セッティングは「回転を追跡」ボ
タンを含み、このボタンにより、介護者は、システム２０が患者の回転を追跡するようシ
ステム２０をセットすることができる。
【０１４１】
　図１３のスクリーンショット１１８ｅはまた、ＨＯＢ角度制御１２４に関連付けられて
もよいいくつかの例示的な制御セッティングも示す。図示されるように、どのような種類
の角度状態が警報を発行させるかを介護者が選択できるようにする、いくつかのボタンが
含まれている。たとえば、「平坦を維持」ボタン１５２は、選択されると、フレキシブル
マット３２によって（加速度計または他のセンサを介して）測定されるＨＯＢ角度が平坦
な向きから平坦でない向きに動くときに、センシングシステム２０が発行すべき警報を発
生させる。同様にして、「３０度超を維持」ボタン１５４は、選択されると、ＨＯＢ角度
が３０度未満の値に変化した場合に、システム２０が発行すべき警報を発生させる。ボタ
ン１５６は、４５度未満のＨＯＢ角度に対して同じことを行う。
【０１４２】
　落下防止警報、傷防止警報およびＨＯＢ警報のいずれかを完全にオフにするために、「
無効」ボタン１５８ａ～１５８ｃの集合のいずれか１つがそれぞれ選択されてもよい。ア
イコン１６０ａ～１６０ｃのようなステータスアイコンが、介護者に対し、これらの警報
のどれがオンでどれがオフであるかを示してもよい。
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【０１４３】
　図１０は、介護者がタイムライン制御１２８を選択したときに出現してもよい例示的な
スクリーンショット１１８ｂを示す。タイムライン制御１２８を選択することは、システ
ム２０に、センサアレイ２２によって検知される、患者の圧力分布プロファイル１１２を
表示させる。さらに、システム２０は、介護者が圧力分布プロファイル１１２の経時的変
化を見ることができるようにするための機構（たとえば時間セレクタ１６２）を表示する
。タイムセレクタ１６２について、介護者は、セレクタ１６２をタイムライン１６４に沿
って左または右にドラッグできる。圧力分布プロファイル１１２は、タイムセレクタ１６
２の位置に対応する瞬間に検知された圧力分布プロファイルに対応するよう変化する。少
なくともいくつかの実施形態では、タイムセレクタ１６２が所望の位置に移動すると、「
再生」ボタンが含まれてもよい。「再生」ボタンは、選択されると、選択された瞬間から
それ以降の圧力分布プロファイル１１２を表示し、結果として、圧力分布プロファイル１
１２の画像が映画のような態様で変化する。
【０１４４】
　スクリーンショット１１９ｂ（図１０）は、さらに、「事象」ボタン１６６および「ス
ナップショット」ボタン１３８を含み、これらはいずれも介護者が選択可能である。図１
１は、これらのボタンが選択されることに応じてスクリーンショットがどのように変化す
るかを示す。より具体的には、図１１に示すように、事象ボタン１６６を選択することは
、センシングシステム２０が検出した事象のリスト（これらの事象が検出された時刻およ
び日付を含む）を表示させる。事象は、患者が起き上がる、患者が回転する、患者が出て
行くように動く、またはセンシングシステム２０が検出する可能性のある他の任意の患者
状態を含んでもよい。図１１もまた、スナップショットボタン１３８を選択した後に介護
者に提示され得るいくつかのオプションを示す。とくに、これは「ブックマーク」オプシ
ョン１７０および「画像をＥＭＲに掲示」オプションを含む。ブックマークオプションを
選択することにより、ブックマークオプション１７０が選択された時点で表示されていた
圧力分布プロファイル１１２に仮想的なブックマークが関連付けられる。これにより、介
護者は、「ブックマーク」された位置に、後に参照するために容易に戻ることができる。
圧力分布プロファイル１１２の、複数の異なる時刻がボタン１７０を介してブックマーク
されてもよい。ボタン１７２は、選択されると、介護者が圧力分布プロファイル１１２を
電子医療記録（ＥＭＲ）に転送できるようにする。
【０１４５】
　図１２は、ユーザがステータス制御１２６を選択することに応じて表示されてもよい例
示的なスクリーンショット１１８ｄを示す。図１４は、センシングシステム２０のユーザ
に情報および制御セッティングが提示され得る、別の態様を表す例示的なスクリーンショ
ット１１８ｆを示す。図１５～図１８は、センシングシステム２０のユーザに情報および
制御セッティングが提示され得る、代替的な態様を示す。図１２～図１８のすべてにおい
て、様々な制御セッティングおよびボタンは、上述のものと同じ基本的態様で動作する。
【０１４６】
　図１９は、介護者がボタン１７４を選択した後に制御してもよい様々な特徴および動作
機能の例示的なスクリーンショットを示す。これによって、介護者は、患者支持装置３６
に新たな患者が配置されるときに、センシングシステム２０に含まれる情報をリセットす
ることができる。また、これにより、介護者は、クロックをセットする、病院のネットワ
ーク７４（インターネットアクセスを提供してもよい）に接続する、ＷｉＦｉセッティン
グの様々なものを制御する、および／または、エラーログを見るか操作することができる
。
【０１４７】
　図２０は、患者支持装置３６に新たな患者が配置されることに応じて表示されてもよい
例示的なスクリーンショットを示す。
【０１４８】
［ローカル警報ライト］
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　図２１～図２７は、１つ以上のローカル警報ライト１８０がタブレット４４に一体化さ
れ得る様々な態様を示す。このような警報ライト１８０は、センシングシステム２０が検
知する状態の任意の１つ以上が、非警報状態から、警報を発すべき状態に変化することに
応じて、色を変えてもよい。警報ライト１８０はタブレット４４上のどこに位置してもよ
い。図示の実施形態では、警報ライト１８０はタブレット４４の周縁の全体または一部の
周りに配置されている。警報ライト１８０をこのように配置することにより、タブレット
４４または患者支持装置３６の近傍にいない介護者が、警報ライトを容易に視認すること
ができる。したがってたとえば、病院の廊下を歩いている介護者が、システム２０を検査
するためまたはディスプレイスクリーン４８に表示されている内容のいずれかを読むため
に部屋に入る必要なく、警報ライト１８０を廊下から容易に視認することができる。
【０１４９】
　警報ライト１８０はまた、通常のライトとして二重の役割を果たしてもよい。すなわち
、警報ライト１８０は、警報を正当化しない状態をセンシングシステム２０が検出してい
るときにも点灯してよい。警報状態が現在検知されていないということを示すために、警
報ライト１８０は、警報を示すときのそれらの色とは異なる色で点灯してもよい。一例と
して、ライト１８０は、センシングシステム２０が現在警報を検出していないときに緑の
ある色調であってもよく、警報が検出されると琥珀色に変化してもよい。他の色スキーム
を用いてもよい。ライト１８０は、警報状態に応じ、点滅してもよく、他の視覚的表現を
行ってもよい。通常のライトの機能を含むことにより、センシングシステム２０のステー
タスを見るために介護者がタブレット４４または患者支持装置３６に近寄る必要がなくな
る。代わりに、たとえば、介護者は、廊下から（患者室に入ることなく）、センシングシ
ステムが警報なく正しく動作しているか（すなわち、通常の色が点灯しているとき）、ま
たは警報状態が存在しているか（警報色が点灯している）を見ることができる。
【０１５０】
　図２１Ａ、２１Ｂ、２２Ａ、２３Ａ、２４Ａおよび２７Ａは、タブレット４４の周縁の
部分断面図であり、タブレット４４にライト１８０が一体化され得る様々な態様を示す。
どのように構成されても、警報ライト１８０は、基台５０に対するタブレット４４の向き
に関わらず、離れて位置する介護者が（たとえば廊下等から）、警報ランプからの光が容
易に視認可能であるように構成されてもよい。いくつかの実施形態では、タブレット４４
は基台５０上で１つ以上の方向に回転可能であってもよい。ライト１８０は、その向きに
関わらず、離れて位置する介護者に対して容易に視認可能であるように構成されてもよい
。
【０１５１】
　図２８は、患者支持装置３６の足側端に隣接して立つ介護者からみて、ディスプレイス
クリーン４８の内容が視認可能であるように、垂直軸の周りを枢動したタブレット４４の
例を示す。図２９は、タブレット４４と、タブレット４４が取り付けられる基台５０の一
部との一例の拡大図を示す。図３０は、タブレット４４の一例の様々な構成要素の分解図
を示す。「意識ライト(awareness light)」に対する参照は、警報／通常ライト１８０の
一例を指す。
【０１５２】
　図３１は、患者支持装置３６のいくつかの異なる向きと、基台５０およびタブレット４
４が患者支持装置３６に取り付けられるときのいくつかの異なる向きおよび位置とを示す
。図示されるように、基台５０は患者支持装置３６の足側端または頭側端に取り付け可能
であり、患者支持装置３６の様々な動きおよび患者支持装置３６が調整可能な様々な向き
とは干渉しない。
【０１５３】
　図３２および３３は、タブレット４４を支持するために用い得る基台５０の２つの異な
るバージョンを示す。各バージョンにおいて、基台５０はブームアーム５２と、ブラケッ
ト５４と、タブレットブラケット１８４とを含む。タブレットブラケット１８４は、たと
えば図３２および３３に示すように、垂直軸および水平軸双方のまわりに回転可能に構成



(39) JP 2014-515628 A 2014.7.3

10

20

30

40

50

されてもよく、これによってタブレット４４が同じ角度だけ回転できるようにしてもよい
。これにより、介護者は、どちらの方向においても、タブレット４４を見る角度を調整す
ることができる。
【０１５４】
　図３４に、取り付けブラケット５４の一実施形態のさらなる詳細を示す。この実施形態
では、取り付けブラケット５４は、ＩＶポールスロット１８６と、ブームスロット１８８
と、インサート１９０とを含む。インサート１９０は、患者支持装置３６に画定された従
来のＩＶポール孔またはスロット内に嵌合するよう構成される。図３５は、患者支持装置
３６に画定された従来のＩＶポール孔の１つを示す。図３７～３８は、このようなＩＶポ
ール孔に挿入されたブラケット５４の一実施形態を示す。図３４の実施形態では、ブーム
スロット１８８は、ブームアーム５２を解放可能に支持するよう構成される。このように
すると、介護者は、ブームアームを上向きに持ち上げることにより、ブームアーム５２を
スロット１８８から取り外すことができる。ＩＶポールスロット１８６は、従来のＩＶポ
ールが挿入可能なように設けられる。このように、基台５０の使用は、介護者が患者支持
装置３６の同じ位置にＩＶポールも取り付けることを妨げない。ストット１８６は、この
ように、患者支持装置３６のＩＶポール孔と同じ態様で機能する。図３４および図３６に
示すように、ブラケット５４は、ＩＶポール孔に挿入されたときにスイッチ（図３６）と
協働する切り欠き領域１９２を含んでもよい。
【０１５５】
　図３９は、電力および部屋ロケーションデータをセンシングシステム２０に供給するた
めに電気的ケーブルが構成され得る態様の１つを示す。より詳しくは、センシングシステ
ム２０が電力供給源（従来のコンセントに差し込まれた電気的ケーブル等）に解放可能に
接続できるようにする電力プラグ１９４が含まれている。センシングシステム２０が、通
信ライン７２（部屋ロケーションデータをロケータ装置６８からシステム２０へと伝送す
るもの）に解放可能に接続できるようにするデータプラグ１９６も含まれている。
【０１５６】
　図４０～図４２は、センサアレイ２２に対して画定され得る複数のゾーン２００を示す
。図示のように、各ゾーン２００は患者の身体の特定の各領域に関連付けられて定義され
る。したがって、図示のように、左上体ゾーン２００ａ、右上体ゾーン２００ｂ、左仙骨
ゾーン２００ｃ、右仙骨ゾーン２００ｄ、左脚ゾーン２００ｅおよび右脚ゾーン２００ｆ
が存在してもよい。これらのゾーンは、センサアレイ２２内のセンサセル１１０に関連付
けられる。このように、システム２０は、特定のセンサセル１１０の出力をこれらの特定
のゾーンの１つに関連付けることができる。当然ながら、図４０～図４２に示すものより
多数のまたは少数のゾーンが定義されてもよいことが理解される。
【０１５７】
　ゾーン２００を用いると、センシングシステム２０は、特定のゾーンに基づいて異なる
態様で状態を監視することができる。これらの異なる態様は、介護者からの入力に基づい
てもよく、ユーザからの入力なしで自動的に実行されてもよく、これら２種類の組合せで
あってもよい。いくつかの実施形態では、特定のゾーンに対応するセンサセルは静的でな
く動的であってもよい。このような動的システムでは、センサアレイ２２上の患者の位置
に基づいてゾーンの定義が変化する。このように、たとえば患者が患者支持装置３６の足
側端に向かって下向きに滑った場合、センシングシステム２０は、ゾーンの定義が患者の
身体に対する関連を維持するように、ゾーンを下方向の同じ向きにシフトしてもよい。言
い換えると、静的ゾーンシステムでは患者の臀部が仙骨ゾーン２００ｃおよび２００ｄの
外に出てしまうような程度にまで患者が下向きに滑った場合、センシングシステム２０は
、ゾーンがセンサアレイ２２上の患者の位置と整合するように自動的にゾーンを再定義す
る。
【０１５８】
［他の検知される状態］
　センシングシステム２０が検知可能な上述の状態に加えて、またはこれらに代えて、い
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くつかの他の状態が検知されてもよい。たとえば、センサアレイ２２を用いて患者の心拍
数および／または呼吸数を検出してもよい。これらはセンサセル１１０を介して検出して
もよい。センサアレイ２２は、患者支持装置３６上の患者の位置を監視することにより、
患者が引き上げ(boost)を要するか否かを検出してもよい。時間とともに患者が下向きに
移動する場合、支持装置３６上で患者が引き上げを使えることを示す警報が発されてもよ
い。発汗または失禁のような事柄に起因する湿度を検出する追加のセンサがフレキシブル
マット３２に一体化されてもよい。そのようにして検出された場合、システム２０により
警報を発してもよい。フレキシブルマット３２に温度センサが含まれてもよい。望ましく
ない温度状態（たとえば過度の発熱）が検出された場合、警報を発してもよく、および／
または、表面コントローラに、その警報に関する情報（表面コントローラに温度状態を緩
和するなんらかの動作をさせるもの）を転送してもよい。
【０１５９】
　いくつかの実施形態では、センサアレイ２２は、患者支持装置３６上に横たわる患者の
身長を決定するよう構成されてもよい。これは、どのセンサセル１１０が患者の頭部から
の圧力を検出しどれが患者の足からの圧力を検出しているかを決定し、これらのセルの間
の既知の物理的距離を用いて身長を計算することによって行われてもよい。この身長計算
において、患者支持装置上に斜め方向に横たわる患者と、患者の頭部の頂点および患者の
足の最下点はセンサセル１１０が検出するのに十分な圧力を発生しないかもしれないとい
う事実とに対応するために、調整が行われてもよい。これらのケースでは、センシングシ
ステム２０は、他のセルから、および／またはマットレス３８上の患者の位置の決定から
、これらの端点から推論してもよい。
【０１６０】
　システム２０が患者の身長を知ると、いくつかの実施形態では、患者のボディマス指数
（ＢＭＩ）を自動的に計算するように構成されてもよい。これを行うためには、システム
２０は患者の体重も知る必要がある。いくつかの実施形態では、センサアレイ２２はこれ
を直接測定するように構成されてもよい。他の実施形態では、センシングシステム２０は
、患者支持装置３６に組み込まれた秤システムから電子的に体重情報を受信するよう構成
されてもよい。さらに他の実施形態では、介護者がタブレット４４または他の手段を介し
てシステム２０に患者の体重を入力してもよい。さらに他の実施形態では、システム２０
が自動的にＥＭＲから患者の体重を検索してもよい。
【０１６１】
　従来のＢＭＩを計算することに加え、いくつかの実施形態では、システム２０は領域Ｂ
ＭＩ(regional BMI)を計算するよう構成されてもよい。領域ＢＭＩは、患者の身体の特定
の領域または部分に調整されていることを除いて、従来のＢＭＩと同様にして計算可能で
ある。すなわち、患者の身体の特定の部分の高さ（または長さ）および重量の測定値が計
算されてもよい。いくつかの実施形態では、領域ＢＭＩは図４０～図４２に示すような特
定のゾーンに関連してもよく、他のゾーンに関連してもよい。
【０１６２】
　他の実施形態では、センシングシステム２０は、領域的ベッド退出警報を発行し得るよ
うに構成されてもよい。領域的ベッド退出警報は、患者が患者支持装置３６から完全に出
る動きに対応するのではなく、患者がセンサアレイ２２の一部から移動して去ることに対
応してもよく、患者がセンサアレイ２２の一領域から出て行く可能性があることを示す態
様で動くことに対応してもよい。
【０１６３】
　システム２０は、セル１１０の圧力読み取り値を監視することによって、患者が発作ま
たは過度の興奮(undue agitation)を現在経験しているか否かを検出するよう構成されて
もよいいずれかの状態が検出された場合、警報を発してもよい。患者の睡眠中にセンサア
レイ２２が検出した動きの量および／または種類に基づき、センシングシステム２０は睡
眠の質インジケータを生成するよう構成されてもよい。このインジケータは介護者または
ＥＭＲに伝達され、それによって介護者が患者の睡眠の質を知ることができるようになっ
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ていてもよい。睡眠インジケータは、数値であってもよく、他の適切な値（単数または複
数）であってもよい。
【０１６４】
　システム２０は、さらに、特定の患者に対して有益であろう具体的なマットレス３８（
または他の表面）の種類を提案するよう構成されてもよい。これを行う際に、システム２
０は、病院のマットレスの種類の目録と、それらの機能性とが保持されたメモリにアクセ
ス可能であってもよい。システム２０は、センサアレイ２２が検知した状態に基づいて、
特定の患者について用いるべきマットレス３８の具体的な種類に関する勧告を介護者に発
行してもよい。この勧告は、たとえば、特定のマットレス上で患者がボトムアウトしたこ
とを検出し、したがって患者がボトムアウトしない別種のマットレスに移動すべきである
ことに基づいてもよい。別の例として、別種のマットレスが処置機能（たとえばパーカッ
ションセラピーまたは他の種類の処置を提供する機能等）を有するために別種のマットレ
スに対する勧告を行ってもよい。
【０１６５】
　センシングシステム２０はまた、センサセル１１０からの出力を処理して、患者に対す
る挟み込み事故(entrapment hazard)が存在し得るか否かを判定してもよい。これは、支
持装置３６上の患者の位置を（センサアレイ２２を介して）見て、サイドレール（または
支持装置３６の他の縁領域）の近くの位置に過度の圧力が作用しているか否かを判定する
ことによって達成されてもよい。これは、マットレスと患者支持装置３６のサイドレール
との間または他の物体の間に患者が挟み込まれるリスクが比較的高い位置に患者がいるこ
とを示す可能性がある。この場合、システム２０は、介護者が来て、挟み込みリスクが減
少する新たな位置へと患者が動くのを支援できるように、警報を発してもよい。
【０１６６】
　センシングシステム２０はまた、センサアレイ２２上に位置する異物（すなわち患者で
ない物体）を検出するよう構成されてもよい。これは、センサセル１１０の出力を分析し
、センサアレイ２２上の患者の位置を決定し、位置異常（患者の位置に基づいて）または
圧力異常を構成する検出圧力を探すことによって行われてもよい。このような異常は、マ
ットレス３８上の異物の存在を示す可能性がある。このような物体は硬く、とくに患者の
下に存在する（または下に来る）場合には望ましくない可能性がある。システム２０は、
その物体が望ましくないものである場合にはそれをマットレス３８から除去するために介
護者が召喚されるよう、警報を発してもよい。
【０１６７】
　いくつかの実施形態では、フレキシブルマット３２は、患者支持装置３６のサイドレー
ルと整合する位置においてフレキシブルマット３２に一体化された１つ以上の近接スイッ
チ等を含んでもよい。スイッチは、サイドレールが上位置または下位置にあるかを検出す
るよう構成される。サイドレールのステータス（上または下）は、その後センシングシス
テム２０によって判定され、タブレット４４上でまたはナースステーション等の隔たった
場所で介護者に示されてもよい。サイドレールの特定の状態が望ましい場合には、システ
ム２０は、サイドレールが望ましくない状態に移行したことを検出した場合に警報を発す
るよう構成されてもよい。
【０１６８】
　フレキシブルマット３２もまた、１つ以上の近接センサ等（フレキシブルマット３２の
内部において、患者支持装置３６のヘッドボードおよびフットボードに隣接する場所にお
いてマットに一体化されるもの）を含むように構成されてもよい。このようなセンサは、
ヘッドボードおよびフットボードの存在または不在を検出するよう構成されてもよい。ヘ
ッドボードおよびフットボードのステータスは、その後、タブレット４４に示され、およ
び／または、ナースステーション等の隔たった場所に転送される。たとえば、一部の患者
（糖尿病患者等）は、足の血液循環の阻害について足をフットボードに押し付けるかもし
れないので、ヘッドボードおよびフットボードの存在または不在は、知ることが望ましい
情報である。
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【０１６９】
　さらに他の実施形態では、センシングシステム２０はその内部に一体化される１つ以上
のパルスオキシメータを含んでもよい。パルスオキシメータはフレキシブルマット３２に
組み込まれてもよく、他のようにしてもよい。パルスオキシメータは、患者の循環の質（
患者が圧力潰瘍を発現させる尤度の要因である）についてのインジケーションを提供して
もよい。パルスオキシメータからの出力は、システム２０内のコントローラの１つに供給
されてもよく、傷防止警報のための警報基準を自動的に調整するのに用いられてもよい。
すなわち、患者の循環が悪いほど、システム２０は傷防止警報を起こす閾値を低くセット
してもよい。さらに他の実施形態では、システム２０に一体化されないパルスオキシメー
タからの読み取り値が、ユーザインタフェース２６または他の手段を介してシステム２０
に入力されてもよく、システム２０はこの情報を用いて適切な態様で警報基準を自動的に
調整してもよい。
【０１７０】
　さらに他の実施形態では、フレキシブルマット３２は、患者の乗り換えを支援するため
のエアクッション能力を含んでもよい。すなわち、フレキシブルマット３２は、その下側
に画定された複数の空気孔と、加圧空気源への接続とを含んでもよい。ある患者支持装置
から別の表面へと患者を移動させることが望ましい場合には、加圧空気が複数の空気孔か
ら逃げるようにフレキシブルマット３２に加圧空気が適用されてもよい。この逃げる空気
は、マット３２の下にクッションを形成し、これによって、ある患者支持装置３６から別
の患者支持装置または他の支持表面へとマット３２（およびその上の患者）が滑ることに
対する摩擦抵抗を低減する。このようなエアクッション乗り換え装置の細部の例は、出願
人Schreiber他により２００９年９月４日に出願され、本願と同一人に譲渡され、「PATIE
NT TRANSFER DEVICE」と題する、同時継続中の米国特許出願第１２／５５４４３１号明細
書（その全開示内容が参照により本明細書に援用される）に見ることができる。
【０１７１】
　いくつかの実施形態では、システムにカメラが組み込まれてもよい。このようなカメラ
は、静止画カメラであってもよく、動画カメラであってもよい。また、このようなカメラ
は、システム２０内のコントローラのいずれかによる解析のためにデジタル画像を出力す
るデジタルカメラであってもよい。カメラは、患者の位置を決定するために用いてもよく
、患者の傷または患者の他の態様の写真を撮影するために用いてもよい。任意の撮影され
た写真は、システム２０のディスプレイでまたは隔たった場所で、後に見るために記録さ
れてもよい。このようなカメラは、患者の傷の治癒または進展の過程を視覚的にドキュメ
ントするために用いてもよい。このような画像は、システム２０を介してＥＭＲに転送し
てもよい。
【０１７２】
　いくつかの実施形態では、患者の位置を決定するために、および／または他の状態やパ
ラメータを決定するために、視覚的画像と深さ測定値とを組み合わせるカメラシステムを
、センシングシステム２０と組み合わせて用いてもよい。このようなシステムの一例は、
出願人Richard Derenne他により２０１１年９月２３日に出願され、本願と同一人に譲渡
され、「VIDEO MONITORING SYSTEM」と題する、米国特許出願第１３／２４２０２２号明
細書（その全開示内容が参照により本明細書に援用される）に開示されている。
【０１７３】
　システム２０はまた、プリンタ、プロジェクタ、スキャナのうち任意の１つ以上を含ん
でもよい。プリンタにより、介護者はセンシングシステム２０が収集したデータ（圧力分
布プロファイル１１２を含むがこれに限らない）を印刷することができる。プリンタはブ
ームアームに支持されてもよく、タブレット４４に一体化されてもよく、介護者が文書を
印刷するのに便利な他の場所に配置されてもよい。
【０１７４】
　プロジェクタは、画像を見るために付近のスクリーンに投射してもよい。プロジェクタ
は、患者が受けている圧力と整合する態様で各色が患者の身体に投射されるように、様々
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な色の光を患者の上に投射してもよい。言い換えると、プロジェクタは、圧力分布プロフ
ァイル１１２と整合する光パターンを患者に投射するように構成されてもよい。その場合
、プロファイル１１２の各色が、患者の物理的な身体の対応する場所に投射される。この
ようにして、介護者は、患者がその身体において高い圧力、低い圧力、等を受けている場
所がどこであるかを、容易に視認することができる。
【０１７５】
　別の実施形態では、プロジェクタは、フレキシブルマット３２の事前に定義された場所
またはフレキシブルマット３２の既知の場所に、制御パネルの、１つまたは複数の画像を
投射するよう構成されてもよい。ユーザがマット３２のその領域を物理的に押すと、セン
サセル１１０がこの押したことを検出し、物理的な押し位置およびその位置に投射されて
いる画像に依存して、センシングシステム２０が適切な態様で反応する。言い換えると、
介護者がマット３２の適切な場所を単に押すことによってシステム２０の態様を制御でき
るように、フレキシブルマット３２上に仮想制御パネルを投射するためにプロジェクタを
用いてもよい。
【０１７６】
　センシングシステム２０にスキャナが含まれる場合には、スキャナは、介護者が所持す
る可能性のある識別カード、バッジ、等をスキャンするために用いてもよい。スキャンさ
れると、システム２０は介護者の識別情報を判定し、その特定の介護者の監督のもとで発
生するすべての治療、変化、または他の事象を記録する。たとえば、患者が回転される場
合、システム２０は、その患者の回転を実行した介護者の識別情報を、（回転の時間、回
転の向き、および任意の他の有用な情報とともに）自動的に記録可能である。
【０１７７】
　他の実施形態では、センシングシステム２０は、フレキシブルマット３２以外の物体に
一体化される１つ以上のセンサアレイ２２を含んでもよい。このような実施形態のいくつ
かでは、そのようなセンサアレイは、マット３２の一部である１つ以上のセンサアレイに
追加されるものであってもよい。他の実施形態では、そのようなセンサアレイのみが、シ
ステム２０内のセンサアレイであってもよい。このようなセンサアレイは、他のマットま
たはさらに他の装置に組み込まれてもよい。たとえば、枕または他の物体から圧力読み取
り値が取得できるように、追加のセンサアレイが１つ以上の枕内に位置してもよい。その
後、患者が受けている圧力のすべてが測定され介護者に伝達できるように、これらの追加
のセンサの読み取り値はシステム２０内のコントローラの１つに伝達されてもよい。いく
つかの実施形態では、患者の身体の任意の部分がヘッドボードおよび／またはフットボー
ドに対して及ぼす圧力を監視できるように、１つ以上のセンサアレイが、患者支持装置３
６のヘッドボードおよび／またはフットボードに組み込まれまたは取り付けられてもよい
。
【０１７８】
　他の実施形態では、センサアレイ２２は、患者が着るまたは患者に接着される布または
他の材料に組み込まれてもよい。その場合、これらのセンサアレイからの読み取り値は、
処理のためにセンシングシステム２２のコントローラの１つに転送されてもよい。このよ
うな着用可能(wearable)なセンサは、センサシートを患者に取り外し可能に取り付けるた
めの接着剤（表面エリアの一部に沿って配置されるもの）を含んでもよい。さらに他の実
施形態では、マットレス３８のエリアまたは患者が横たわる他の表面または患者の特定の
身体エリアに、センサアレイ２２を有する領域パッチが接着されてもよい。さらに他の実
施形態では、センサアレイ２２は傷のための包帯(bandage)に組み込まれてもよい。この
種類のセンサは、他のデータとともに、患者の傷が過度の圧力を受けていたか否かを示す
データを提供する。さらに他の実施形態では、センサアレイ２２は、患者がその上を歩け
るように床に配置されたマット等に組み込まれてもよい。検知された圧力は、足取り評価
または他の臨床的目的に用いてもよい。
【０１７９】
　さらに他の実施形態では、患者が位置する可能性のある他の患者支持表面に、１つ以上
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の追加のセンサが組み込まれてもよい。このような患者支持表面は、リクライニング装置
、椅子、手術台(OR table)または他の表面を含んでもよい。これらのセンサアレイから取
得された圧力読み取り値は、センシングシステム２０のコントローラの１つに転送されて
もよく、センシングシステム２０において、患者が患者支持装置３６にいる間に監視する
ときに考慮に入れてもよい。たとえば、患者が第１の支持表面上にあり、手術台上等に位
置している間に、ある長さの時間にわたって大きな圧力を受けている場合には、この情報
がセンシングシステム２０内のコントローラに伝達されてもよい。その場合、コントロー
ラは、患者が患者支持装置３６上に位置しているときに、患者を監視している間にこの情
報を用いてもよい。たとえば、システムは、警報基準を調整するためにこの情報を用いて
もよい。言い換えると、手術台上にいる間に圧力状態が存在していた場合、これらは、手
術台上および患者支持装置３６の双方の上でその患者が受ける累積的な圧力読み取り値に
起因して、警報をより早期に発行できるようにするために、システム２０のコントローラ
に伝達されるであろう。一例として、患者が患者支持装置３６に乗り換えた時に患者の左
足が手術台上で高い圧力を受けた場合には、システム２０はこの情報を用いて患者の足に
関連付けられた警報基準を調整し、これによって、患者が手術台上にいる間に患者の足に
おいて高い圧力を受けなかった場合よりも早期に、圧力警報を発する。
【０１８０】
　上述の任意の実施形態において、１つ以上の特定のセンサアレイ２２に関連するフレキ
シブルマット３２および／またはコントローラ２４は、特定のマット３２および／または
コントローラ２４を他のマット３２および／またはコントローラ２４と区別するための一
意の識別子を含んでもよい。この場合、健康管理施設内のどの特定のマット３２および／
またはコントローラ２４がデータを送信しているかをサーバ（またはネットワーク上の他
の装置）が決定できるように、センサアレイ２２が検出したデータとともに、このマット
またはコントローラＩＤが病院ネットワークに送信されてもよい。サーバまたは他のコン
ピュータ装置は、ＩＤと１つ以上の追加項目との間の関連付けを保持してもよく、ＩＤと
１つ以上の追加項目との関連を決定するようにプログラムされてもよい。追加項目は、患
者ＩＤ、介護者ＩＤ、ベッドＩＤ、マットレスＩＤ、および／または他の情報を含んでも
よい。したがって、複数のマット３２がひとつの部屋内に位置し、一人の特定の患者に関
連付けられる場合、これらのマットから送信されたすべてのデータがその対応する患者と
関連付けられるように、これらのマットそれぞれの一意のＩＤが記憶され、単一の患者Ｉ
Ｄと関連付けられてもよい。
【０１８１】
　さらに、いくつかの実施形態では、センシングマット３２は、ユニバーサルシリアルバ
ス（ＵＳＢ）ケーブルを介して、ベッド上に位置するマットレスと、または椅子上のクッ
ションと、または他のクッション構造と通信してもよい。このケーブルは、マット３２に
差し込まれる一端と、ベッド、クッション、または他の構造に差し込まれる反対側の端と
を有してもよい。いくつかの実施形態では、ベッドが、このケーブルと結合するＵＳＢポ
ートを含んでもよい。このＵＳＢポートにより、その上に位置するマットレスとの通信が
可能になる。
【０１８２】
　さらに他の実施形態では、センシングマット３２は、患者支持装置３６と通信し、患者
支持装置のうち１つ以上の部分の動きを制御するために用いられる信号を提供してもよい
。たとえば、介護者がフレキシブルマット３２の１つ以上の特定のセクションに及ぼす力
を用いて、患者支持装置３６の高さを上下させてもよく、患者支持装置３６のうち１つ以
上のセクションの向きを変更してもよい。センシングマット３２を用いることにより、ユ
ーザが患者支持装置３６を制御する追加の態様（典型的にはサイドレール制御パネルおよ
び／またはフットボード制御パネルに見られる従来の装置制御部を超えるもの）を提供す
るであろう。患者支持装置３６の動きを制御するために用いられるフレキシブルマット３
２の力センサは、マット３２の側部に沿って配置可能であり、またはマット３２の角のう
ち１つ以上の近くに配置可能である。いくつかの実施形態では、力センサのアレイ２２を
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、出願人Richard Derenneにより２０１２年２月１５日に出願され、本願と同一人に譲渡
され、「PATIENT SUPPORT APPARATUS AND CONTROLS THEREFOR」と題する、米国特許出願
第６１／５９９０９９号明細書（その全開示内容が参照により本明細書に援用される）に
おいて番号９０により参照される力センサとして用いてもよい。
【０１８３】
　本明細書で論じられる様々な実施形態の任意のものにおいて記載された特徴のいずれも
、本明細書で論じられる他の実施形態において記載された他の特徴のうち１つ以上と組み
合わせることが可能であるということが、当業者には理解される。また、本発明は添付の
図面に例示されるいくつかの実施形態に関して本明細書に記載されているが、添付の特許
請求の範囲およその精神に含まれる任意の変形および他の変形を含むように本発明を変更
可能であることも当業者には理解される。
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患者支承装置（床，沙发，担架，等），用于感测系统，提供关于患者
和/或患者支撑设备本身的数据。传感系统可包括容纳传感器阵列的柔性
片，该传感器阵列检测患者与患者支撑装置上的支撑表面之间的界面压
力。用户界面允许护理人员控制传感器阵列的操作参数（包括警报）。
用户界面可以显示颜色编码的地图，其突出显示患者当前正在接收的界
面压力。到接口压力到患者的身体的各部分相关联，耦合到所述传感器
阵列的控制系统，传感器输出可以被映射到患者的身体。在一些实施例
中，传感器片可以检测位移压力。


